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第１章 計画策定の概要 

１ 計画策定の背景 

我が国の平均寿命は、生活環境の向上や医学の進歩により延び続け、世界有数の長寿国

となっています｡ 

しかし、ライフスタイルの多様化や高齢化の進展に伴い、がん・心臓病・脳卒中・糖尿病など

のいわゆる生活習慣病が増加すると共に、後遺症や合併症による要介護者も増加しています。

また、生活習慣病に係る医療費の国民医療費に占める割合は約３割となっています。高齢化

により、医療費だけでなく介護費の負担も大きくなるため、生活習慣病の一次予防・重症化予

防の取組は、ますます重要になっています。 

国では「21 世紀における第二次国民健康づくり運動〔健康日本 21（第二次）〕」が令和５

年度末で終期を迎えるにあたり、新たに令和５年５月に「21 世紀における第三次国民健康づ

くり運動〔健康日本 21（第三次）〕」の方向性を示しました。 

また、宮崎県においても「健康寿命の延伸」及び「健康格差の縮小」を全体目標とする「健

康みやざき行動計画 21（第３次）」が令和６年３月に策定されています。 

本町においても国や宮崎県の方向性と整合性を図りつつ、これまでの取組や現状での課

題等を分析し、健康づくりのための資源へのアクセスや公平性の確保を念頭に、地域に応じ

たきめ細かな施策の展開を図っていく必要があることを踏まえ、「いきいきげんきみまた 21

（第３次）」（以下、「本計画」という。）を策定します。 

 

 

２ 計画の根拠法と位置付け 

本計画は、健康増進法第８条２項に定める「市町村健康増進計画」として位置付けます。 

また、「第６次三股町総合計画」を上位計画とする個別計画であり、本町の関連計画との整

合を図るとともに、国の「健康日本 21（第３次）」、宮崎県の「健康みやざき行動計画 21（第

３次）」との整合を考慮し策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【根拠法令（抜粋）】 
 

健康増進法（第８条２項） 

市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の

健康の増進の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健康増進計画」とい

う。）を定めるよう努めるものとする。 
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【本計画と他計画との関連】 

 

 

 

３ 計画の策定体制 

（１）三股町健康づくり推進協議会の開催 

本計画を地域の実情に即した実効性のある内容とするために、三股町健康づくり推進協

議会を開催し、計画内容の検討を行いました。 

 

（２）「いきいきげんきみまた２１」策定ワーキング部会の開催 

本計画を関係各課で検討するため、「いきいきげんきみまた２１」策定ワーキング部会を

開催し、検討内容を計画に反映しました。 

 

（３）アンケート調査の実施 

① 調査の目的 

町民の実態や意識・意向を調査分析することにより、本計画の基礎資料とすることを目

的に実施しました。 

 

  

【国】

健康日本21（第３次）

第６次三股町総合計画

第２次三股町食育・地産地消推進計画

【三股町総合福祉計画】
第４期三股町地域福祉計画

第３期三股町自殺対策計画

第４次三股町障害者基本計画

三股町成年後見制度利用促進基本計画

三股町再犯防止推進計画

三股町重層的支援体制整備事業実施計画

い
き
い
き
げ
ん
き
み
ま
た
２
１
（
第
３
次
）

第３期保健事業実施計画(データヘルス計画)

三股町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画

その他関連計画

【宮崎県】

健康みやざき

行動計画21（第３次）
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② 対象者 

・本町在住の 20歳以上の町民 

・本町に居住する高校生 

・本町に居住する中学生 

・本町に居住する小学生 

・本町に居住する小学校入学前児童保護者 

 

③ 実施時期 

令和６年 11月 

 

④ 調査方法 

・郵送による配布、郵送及びWEBでの回収（20歳以上町民及び高校生） 

・学校を通じた配布、WEBでの回収（中学生） 

・学校を通じた配布、回収（小学生） 

・園を通じた配布・回収（小学校入学前児童保護者） 

 

⑤ 配布数、有効回答数、有効回答率 
 

区分 配布数 有効回答数 有効回答率 

20歳以上の町民 1,200件 523件 43.6％ 

高校生 277件 105件 37.9％ 

中学生 981件 781件 79.6％ 

小学生 1,893件 1,657件 87.5％ 

小学校入学前児童保護者 886件 784件 88.5％ 

 

（４）パブリックコメントの実施 

計画案に対し、広く住民の意見を聴取・反映することを目的に、令和●年●月●日から●

月●日までパブリックコメントを実施しました。 
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４ 健康日本 21（第３次）のビジョン・基本的な方向 

令和５年５月に示された「21 世紀における第三次国民健康づくり運動〔健康日本 21（第

三次）〕」では、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」という

ビジョンが掲げられており、その実現のため、①健康寿命の延伸・健康格差の縮小、②個人の

行動と健康状態の改善、③社会環境の質の向上、④ライフコースアプローチを踏まえた健康

づくりの４つの基本的方向が設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【健康日本 21（第三次）のビジョン・基本的な方向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⚫ 一部の指標、特に一次予防に関連する指標

が悪化している 

⚫ 全体としては改善していても、一部の性・

年齢階級別では悪化している指標がある 

⚫ 健康増進に関連するデータの見える化・活

用が不十分である 

⚫ ＰＤＣＡサイクルの推進が国・自治体とも

不十分である 

（第二次）最終評価における指摘課題 社会変化予測 

⚫ 少子化・高齢化がさらに進み、総人口・生
産年齢人口が減少し、独居世帯が増加 

⚫ 女性の社会進出、労働移動の円滑化、育児・
介護との両立や多様な働き方の広まり、高
齢者の就労拡大などを通じ社会の多様化が
さらに進む 

⚫ あらゆる分野でデジタルトランスフォーメ
ーション（ＤＸ）が加速 

⚫ 次なる新興感染症も見据えた新しい生活様
式への対応 
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５ 健康みやざき行動計画 21（第３次）の概要 

「健康みやざき行動計画 21（第 3 次）」は、県民の健康づくりの基本指針となるもので、生

活習慣病の発症予防・重症化防止や健康を守るための社会環境づくりの推進を主な目的と

しています。 

栄養・食生活や身体活動・運動など 17 分野で具体的な数値目標を設定し具体的な取組

を進めることで、健康で自立して生活できる期間である健康寿命を延ばし、健康長寿社会の

実現を目指しています。 

 

【健康みやざき行動計画 21（第３次）（令和６年度～17年度）の概要】 

 

 

 

６ 計画の期間 

本計画の期間は令和８年度から令和 19年度までの 12年間とします。 

なお、令和８年度から令和 13 年度までを前期計画、令和 14 年度から令和 19 年度まで

を後期計画とし、前期計画の最終年度の令和 13年度に中間評価を行います。 
 

   

 

令和
８年度

令和
９年度

令和
10年度

令和
11年度

令和
12年度

令和
13年度

令和
14年度

令和
15年度

令和
16年度

令和
17年度

令和
18年度

令和
19年度

前期計画

後期計画
中間
評価
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第２章 第２次計画の最終評価 

１ 評価の方法 

（１）現状把握のための方法 

町民の健康状態や生活習慣の現状を把握するために、本町在住の 20歳以上の町民、

高校生、中学生、小学生、小学校入学前児童保護者を対象とした調査を実施しました。調査

結果以外の目標値については、平成 28年３月策定時と現状値との比較を行い、進捗状況

を把握しました。 

 

（２）目標値の評価の考え方 

令和４年 10月に取りまとめられた「健康日本２１（第二次）最終報告書」では、各目標に

ついて、データ分析等を踏まえ、下表のとおり５段階で評価しています。これに準じて本町に

おいても５段階で評価を行いました。 

 

 

【第２次計画最終評価の評価区分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

策定時の値と 

直近値を比較 

Ａ 目標値に達した 

  検定結果は問わない 

Ｂ 現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある 

  ベースライン時に比べて有意（片側 P値<0.05）に改善した 

Ｃ 変わらない 

  ベースライン時に比べて有意な変化がない（片側 P 値≧0.05） 

Ｄ 悪化している 

  ベースライン時に比べて有意（片側 P値<0.05）に悪化した 

Ｅ 評価困難 

  評価に使うデータが入手できない等 
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（３）目標項目数と目標値数 
 

分野別施策 目標項目数 目標値数 

１ 栄養・食生活 7 23 

２ 身体活動・運動 5 11 

３ 休養・こころの健康 9 11 

４ たばこ 5 8 

５ アルコール 4 6 

６ 歯の健康 7 8 

７ 糖尿病 6 12 

８ 循環器疾患 10 19 

９ がん 7 16 

合計 60 114 

 

 

２ 評価結果 

（１）結果の概要 

第２次計画に掲げた分野別施策ごとの目標値について、その達成状況を評価・分析した

結果は次のとおりとなっています。 

 

① 目標値の評価状況 
 

評価 

指標 
評価内容 

結果 

評価数 割合 

Ａ 目標値に達した 17 14.9% 

Ｂ 現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある 16 14.0% 

Ｃ 変わらない 41 36.0% 

Ｄ 悪化している 40 35.1% 

Ｅ 評価困難 0 0.0% 

合 計 114 100.0% 

  



第２章 第２次計画の最終評価 
 

8 

 

② 分野別施策ごとの評価状況 
 

分野別施策 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

評価数 割合 評価数 割合 評価数 割合 評価数 割合 評価数 割合 

１ 栄養・食生活 2 8.7% 5 21.7% 10 43.5% 6 26.1% 0 0.0% 

２ 身体活動・運動 3 27.3% 0 0.0% 2 18.2% 6 54.5% 0 0.0% 

３ 休養・こころの健康 3 27.3% 0 0.0% 3 27.3% 5 45.5% 0 0.0% 

４ たばこ 0 0.0% 1 12.5% 7 87.5% 0 0.0% 0 0.0% 

５ アルコール 0 0.0% 3 50.0% 2 33.3% 1 16.7% 0 0.0% 

６ 歯の健康 1 12.5% 2 25.0% 3 37.5% 2 25.0% 0 0.0% 

７ 糖尿病 3 25.0% 2 16.7% 1 8.3% 6 50.0% 0 0.0% 

８ 循環器疾患 4 21.1% 2 10.5% 4 21.1% 9 47.4% 0 0.0% 

９ がん 1 6.3% 1 6.3% 9 56.3% 5 31.3% 0 0.0% 

合計 17 14.9% 16 14.0% 41 36.0% 40 35.1% 0 0.0% 

※少数点第２位を四捨五入しているため、100％にならないことがある。 

 

（２）第２次計画最終評価一覧 
 

１ 栄養・食生活 

No. 目標項目 区分 策定時 最終値 目標値 評価 

1-1 
ＢＭＩが 25以上の人の割合を減らす 

20～60歳代 

男性 
19.4% 39.7% 17.4% Ｄ 

40～60歳代 

女性 
20.9% 16.3% 17.9% Ａ 

ＢＭＩが 18.5未満の人の割合を減らす 20歳代女性 32.0% 13.8% 22.1% Ａ 

1-2 朝食を毎日食べている人の割合を増やす 

3歳児 89.6% 90.5% 

100.0% 

Ｃ 

就学前児 92.2% 93.5% Ｃ 

小学 5年 89.3% 91.3% Ｃ 

中学 2年 87.0% 84.2% Ｃ 

高校 2年 77.9% 78.1% Ｃ 

20歳代 59.4% 65.4% 
85.0% 

Ｂ 

30歳代 64.9% 70.4% Ｂ 

40歳代 67.7% 75.6% 95.0% Ｂ 

1-3 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日

２回以上の日がほとんど毎日の人の割合を増

やす 

成人 47.4% 34.8% 56.0% Ｄ 
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No. 目標項目 区分 策定時 最終値 目標値 評価 

1-4 
朝食をいつも一人で食べる子どもの割合を減

らす 

3歳児 6.4% 8.8% 

0.0% 

Ｃ 

就学前児 3.6% 12.1% Ｄ 

小学 5年 11.7% 6.8% Ｂ 

中学 2年 29.8% 18.8% Ｂ 

1-5 
夕食をいつも一人で食べる子どもの割合を減

らす 

3歳児 3.2% 6.6% 

0.0% 

Ｃ 

就学前児 2.4% 8.1% Ｃ 

小学 5年 1.7% 6.5% Ｃ 

中学 2年 7.0% 18.8% Ｄ 

1-6 出生数中の低出生体重児の割合を減らす 出生児 8.2% 15.1% 減少 Ｄ 

1-7 肥満傾向にある子どもの割合を減らす 
小 5男子 7.69% 10.2% 

減少 
Ｃ 

小 5女子 3.81% 7.8% Ｄ 

２ 身体活動・運動 

No. 目標項目 区分 策定時 最終値 目標値 評価 

1-1 ＢＭＩが 25以上の人の割合を減らす 

20～60歳代 

男性 
19.4% 39.7% 17.4% Ｄ 

40～60歳代 

女性 
20.9% 16.3% 17.9% Ａ 

1-7 肥満傾向にある子どもの割合を減らす 
小 5男子 7.69% 10.2% 

減少 
Ｃ 

小 5女子 3.81% 7.8% Ｄ 

2-1 運動習慣者の割合を増やす 

40～64歳 

男性 
41.7% 31.8% 57.0% Ｄ 

40～64歳 

女性 
29.5% 19.8% 40.0% Ｄ 

65～74歳 

男性 
55.7% 38.6% 66.0% Ｄ 

65～74歳 

女性 
51.1% 40.3% 61.0% Ｄ 

2-2 
週に３日以上運動やスポーツを習慣的にして

いる子どもの割合を増やす 

小 5男子 52.6% 82.1% 
増加 

Ａ 

小 5女子 30.6% 76.2% Ａ 

2-3 
ロコモティブシンドロームの概念を知ってい

る人の割合を増やす 
成人 38.4% 40.2% 80.0% Ｃ 

３ 休養・こころの健康 

No. 目標項目 区分 策定時 最終値 目標値 評価 

3-1 自殺者数を減らす 全体 4人 7人 0人 Ｄ 

3-2 
気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を

感じている人の割合を減らす 
成人 9.8% 13.4% 8.9% Ｄ 

3-3 午後９時までに寝る子どもの割合の増加 就学前児 14.2% 18.3% 増加 Ａ 

3-4 午後 10時までに寝る子どもの割合の増加 小学生 68.0% 68.4% 増加 Ａ 

3-5 睡眠不足を感じている人の割合の減少 
中学生 63.0% 56.4% 

減少 
Ａ 

高校生 61.7% 68.5% Ｃ 
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No. 目標項目 区分 策定時 最終値 目標値 評価 

3-6 
睡眠不足により休養がとれていない人の割

合を減らす 
成人 17.1% 23.7% 14.0% Ｄ 

3-7 
自分と地域のつながりが強い方だと思う人

の割合を増やす 
成人 43.4% 29.0% 62.0% Ｄ 

3-8 
健康づくりを目的とした活動に主体的に関

わっている人の割合を増やす 
成人 17.6% 9.2% 25.0% Ｃ 

3-9 
就業又は何らかの地域活動をしている高齢

者の割合を増やす 

60歳以上 

男性 
66.4% 61.5% 

80.0% 

Ｃ 

60歳以上 

女性 
70.8% 49.6% Ｄ 

４ たばこ 

No. 目標項目 区分 策定時 最終値 目標値 評価 

4-1 喫煙率を減らす 

成人男性 21.5% 26.9% 13.7% Ｃ 

成人女性 8.2% 8.7% 5.0% Ｃ 

成人全体 14.1% 16.1% 8.7% Ｃ 

4-2 未成年者の喫煙をなくす 

12～19歳 

男性 
1.6% 0.5% 

0.0% 

Ｂ 

12～19歳 

女性 
0.2% 0.2% Ｃ 

4-3 妊娠中の喫煙をなくす 成人女性 2.9% 2.8% 0.0% Ｃ 

4-4 
未成年者がたばこを吸うことを「許すべき

ではない」と考える人の割合を増やす 
成人 63.9% 61.6% 100.0% Ｃ 

4-5 
ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の概念につ

いて知っている人を増やす 
成人 37.0% 41.1% 80.0% Ｃ 

５ アルコール 

No. 目標項目 区分 策定時 最終値 目標値 評価 

5-1 
生活習慣病リスクを高める量の飲酒をして

いる人の割合を減らす 

成人男性 17.7% 14.4% 15.0% Ｃ 

成人女性 6.2% 13.9% 5.0% Ｄ 

5-2 未成年者の飲酒をなくす 

12～19歳 

男性 
2.1% 0.5% 

0.0% 

Ｂ 

12～19歳 

女性 
2.7% 0.9% Ｂ 

5-3 妊娠中の飲酒をなくす 成人女性 4.1% 2.4% 0.0% Ｂ 

5-4 
未成年者の飲酒を「許すべきではない」と

考える人の割合を増やす 
成人 61.3% 56.6% 100.0% Ｃ 

６ 歯の健康 

No. 目標項目 区分 策定時 最終値 目標値 評価 

6-1 むし歯を持たない３歳児の割合を増やす 3歳児 71.3% 70.5% 80.3% Ｃ 

6-2 12歳児の一人平均むし歯数を減らす 12歳児 1.87本 1.08本 1本 Ｂ 

6-3 
60歳で 24歯以上自分の歯を有する人の割合

を増やす 
55～64歳 63.8% 66.3% 65.0% Ａ 

6-4 
80歳で 20歯以上自分の歯を有する人の割合

を増やす 
75～84歳 63.8% 40.7% 65.0% Ｄ 

6-5 60歳代の咀嚼良好者の割合を増やす 60歳代 69.8% 69.3% 80.0% Ｃ 
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No. 目標項目 区分 策定時 最終値 目標値 評価 

6-6 
定期的に歯科健診に行っている人の割合を

増やす 
成人 27.0% 36.7% 50.0% Ｂ 

6-7 
時間を決めておやつを与えている保護者の

割合を増やす 

3歳児 62.1% 44.5% 
80.0% 

Ｄ 

就学前児 56.3% 62.6% Ｃ 

７ 糖尿病 

No. 目標項目 区分 策定時 最終値 目標値 評価 

1-1 ＢＭＩが 25以上の人の割合を減らす 

20～60歳代 

男性 
19.4% 39.7% 17.4% Ｄ 

40～60歳代 

女性 
20.9% 16.3% 17.9% Ａ 

2-1 運動習慣者の割合を増やす 

40～64歳 

男性 
41.7% 31.8% 57.0% Ｄ 

40～64歳 

女性 
29.5% 19.8% 40.0% Ｄ 

65～74歳 

男性 
55.7% 38.6% 66.0% Ｄ 

65～74歳 

女性 
51.1% 40.3% 61.0% Ｄ 

7-1 
メタボリックシンドローム予備群の割合を減

らす 

40～74歳 

男性 
20.4% 17.7% 16.6% Ｂ 

40～74歳 

女性 
9.1% 7.3% 7.6% Ａ 

7-2 
メタボリックシンドローム該当者の割合を減

らす 

40～74歳 

男性 
30.4% 37.0% 24.6% Ｄ 

40～74歳 

女性 
11.5% 12.7% 9.6% Ｃ 

7-3 特定健診を受ける人の割合を増やす 40～74歳 38.6% 43.2% 60.0% Ｂ 

7-4 特定保健指導を受ける人の割合を増やす 40～74歳 11.4% 73.5% 60.0% Ａ 

８ 循環器疾患 

No. 目標項目 区分 策定時 最終値 目標値 評価 

1-1 ＢＭＩが 25以上の人の割合を減らす 

20～60歳代 

男性 
19.4% 39.7% 17.4% Ｄ 

40～60歳代 

女性 
20.9% 16.3% 17.9% Ａ 

1-3 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日

２回以上の日がほとんど毎日の人の割合を増

やす 

成人 47.4% 34.8% 56.0% Ｄ 

2-1 運動習慣者の割合を増やす 

40～64歳 

男性 
41.7% 31.8% 57.0% Ｄ 

40～64歳 

女性 
29.5% 19.8% 40.0% Ｄ 

65～74歳 

男性 
55.7% 38.6% 66.0% Ｄ 

65～74歳 

女性 
51.1% 40.3% 61.0% Ｄ 

7-1 
メタボリックシンドローム予備群の割合を減

らす 

40～74歳 

男性 
20.4% 17.7% 16.6% Ｂ 

40～74歳 

女性 
9.1% 7.3% 7.6% Ａ 
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No. 目標項目 区分 策定時 最終値 目標値 評価 

7-2 
メタボリックシンドローム該当者の割合を減

らす 

40～74歳 

男性 
30.4% 37.0% 24.6% Ｄ 

40～74歳 

女性 
11.5% 12.7% 9.6% Ｃ 

7-3 特定健診を受ける人の割合を増やす 40～74歳 38.6% 43.2% 60.0% Ｂ 

7-4 特定保健指導を受ける人の割合を増やす 40～74歳 11.4% 73.5% 60.0% Ａ 

8-1 
脳血管疾患の年齢調整死亡率を減らす（10万

人当たり） 

男性 66.8 87.5  56.1  Ｃ 

女性 31.7  85.6  29.1  Ｄ 

8-2 
高血圧を改善する(収縮期血圧の平均値を低

下させる)【単位：㎜ Hg】 

40～74歳 

男性 
129.0  128.0  125  Ｃ 

40～74歳 

女性 
125.0 127.0  121  Ｄ 

8-3 
脂質異常症を減らす(LDLコレステロール 160

㎎/㎗以上の者の割合) 

40～74歳 

男性 
9.5% 9.1% 7.1% Ｃ 

40～74歳 

女性 
16.6% 11.8% 12.5% Ａ 

９ がん 

No. 目標項目 区分 策定時 最終値 目標値 評価 

1-1 ＢＭＩが 25以上の人の割合を減らす 

20～60歳代 

男性 
19.4% 39.7% 17.4% Ｄ 

40～60歳代 

女性 
20.9% 16.3% 17.9% Ａ 

1-3 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日

２回以上の日がほとんど毎日の人の割合を増

やす 

成人 47.4% 34.8% 56.0% Ｄ 

4-1 喫煙率を減らす 

成人男性 21.5% 26.9% 13.7% Ｃ 

成人女性 8.2% 8.7% 5.0% Ｃ 

成人全体 14.1% 16.1% 8.7% Ｃ 

4-2 未成年者の喫煙をなくす 

12～19歳 

男性 
1.6% 0.5% 

0.0% 

Ｂ 

12～19歳 

女性 
0.2% 0.2% Ｃ 

5-1 
生活習慣病リスクを高める量の飲酒をしてい

る人の割合を減らす 

成人男性 17.7% 14.4% 15.0% Ｃ 

成人女性 6.2% 13.9% 5.0% Ｄ 

9-1 がん検診受診率を増やす 

胃がん 0.9% 2.6% 

50.0% 

Ｃ 

肺がん 18.3% 8.9% Ｄ 

大腸がん 15.1% 8.8% Ｄ 

子宮がん 7.4% 6.8% Ｃ 

乳がん 7.5% 5.7% Ｃ 

9-2 
がん検診の重要性を知っている人の割合を増

やす 
成人 95.5% 94.1% 100.0% Ｃ 
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第３章 本町の現状 

１ 統計データからみる本町の現状 

（１）人口 

① 年齢３区分別の推移及び推計 

総人口は、平成 22年の 24,800人が令和２年には 25,591人となり、791人の増

加となっています。 

今後、少子高齢化の進展により総人口は減少する予測となっており、国立社会保障・人

口問題研究所の推計によると、令和 32年の総人口は 22,261人、総人口に占める老

年人口割合は 36.3％となる見込みとなっています。 
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② 男女別・年齢別人口構成 

令和６年の男女別・年齢別人口構成をみると、20～29歳の年齢層にくびれがみられ、

町外への流出がうかがえます。一方、10～14歳、40～49歳、65～74歳の年齢層に膨

らみがみられます。 

 

 

 

③ 年少人口・生産年齢人口・老年人口割合 

令和６年の本町の年少人口割合は 16.7％、生産年齢人口は 53.1％、老年人口割合

は 30.2％となっています。年少人口割合は県内で最も高くなっている一方、老年人口割

合は県内で２番目に低くなっています。 
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出典：宮崎県の人口 年報（令和 6年 10月 1日現在） 

出典：宮崎県の人口 年報（令和 6年 10月 1日現在） 

【年少人口割合】（0～14 歳） 【生産年齢人口割合】（15～64 歳） 【老年人口割合】（65 歳以上） 
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④ 地区別人口及び世帯数 

令和６年 10月１日現在の地区別人口及び世帯数をみると、第７地区がいずれも最も

多くなっています。また、全ての地区で人口は減少傾向となっています。 

 

地区名 男性 女性 合計 世帯数 

第１地区（山王原・仲町） 1,202人 1,386人 2,588人 1,153世帯 

第２地区（上米・中米・檪田・谷） 1,179人 1,322人 2,501人 1,114世帯 

第３地区（小鷺巣・寺柱・大鷺巣・高畑） 720人 803人 1,523人 690世帯 

第４地区（田上・梶山） 431人 542人 973人 500世帯 

第５地区（轟木・仮屋・大野・大八重） 240人 254人 494人 269世帯 

第６地区（勝岡・前目・蓼池・餅原・三原） 2,417人 2,550人 4,967人 2,212世帯 

第７地区（上新・下新・今市・中原・花見原） 2,660人 3,016人 5,676人 2,440世帯 

第８地区（東原・稗田） 1,340人 1,472人 2,812人 1,321世帯 

第９地区（東植木・西植木） 1,965人 2,139人 4,104人 1,972世帯 

合計 12,154人 13,484人 25,638人 11,671世帯 
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（２）平均寿命、65歳平均余命、健康寿命 

① 平均寿命 

本町の令和２年の平均寿命は、男性 81.3歳、女性 87.7歳となっており、男性、女性

ともに全国平均及び宮崎県平均と同程度となっています。 
 

 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 令和 2年 

三股町 
男性 77.4歳 78.8歳 80.4歳 80.5歳 81.3歳 

女性 84.9歳 86.5歳 87.2歳 88.2歳 87.7歳 

宮崎県 
男性 77.4歳 78.6歳 79.7歳 80.3歳 81.2歳 

女性 85.0歳 86.1歳 86.6歳 87.1歳 87.6歳 

全国 
男性 77.7歳 78.8歳 79.6歳 80.8歳 81.5歳 

女性 84.6歳 85.8歳 86.4歳 87.0歳 87.6歳 

 

 

② 65歳平均余命 

65歳平均余命とは、65歳の方がその後何年生きられるかという指標になります。令和

３年の本町の 65歳平均余命は、男性 20.73年、女性 24.55年となっています。 
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Sai  
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Sai  

出典：公益財団法人宮崎県健康づくり協会「健康づくりデータブック」 



第３章 本町の現状 
 

17 

 

③ 健康寿命 

健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のこ

とで、健康寿命算定に当たっては介護保険の要介護２～５以外の自立した状態のこととさ

れています。令和３年の本町の 65歳健康寿命は、男性 19.27年、女性 21.89年となっ

ています。 
 

 

    

 

    

 

 

④ 65歳平均余命と健康寿命の差（令和３年） 

65歳平均余命から健康寿命を差し引いた本町の「自立していない期間（要介護２以

上の期間）」は男性 1.46年、女性は 2.66年となっています。 
 

 ①65歳平均余命 ②65歳健康寿命 ①-② 

三股町 
男性 20.73年 19.27年 1.46年 

女性 24.55年  21.89年 2.66年 
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女性 24.64年 21.66年 2.98年 
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出典：公益財団法人宮崎県健康づくり協会「健康づくりデータブック」 

出典：公益財団法人宮崎県健康づくり協会「健康づくりデータブック」 
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（３）出生 

① 出生数、出生率の状況 

出生数は減少傾向にあり、令和５年の出生数は 165人となっています。 

出生率（人口千人当たりの出生数）は、令和４年まで全国平均、宮崎県平均を上回っ

て推移していましたが、令和５年はほぼ同水準となっています。 

 

 

 

 

 

② 合計特殊出生率の状況 

平成 30年から令和４年までの合計特殊出生率は 1.84で、全国平均、宮崎県平均よ

り高い水準で推移しています。 
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【出生数】 【出生率（人口千人当たりの出生数】 

出典：人口動態保健所・市区町村別統計 
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③ 出生数と母親年齢の状況 

令和５年に出産した母親の年齢の構成割合は、30歳以上が 58.2％となっています。

平成 30年以降の状況をみても、30歳以上の構成割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

④ 出生数と出生順位の状況 

令和５年の出生順位の構成割合をみると、第２子以下が 66.7％、第３子以上が

33.3％となっています。平成 30年以降の状況をみても、第２子以下の構成割合が高くな

っています。 
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⑤ 低出生体重児数の状況 

令和５年の低出生体重児の出生数は 21人となっています。また、出生割合は 12.7％

で、全国平均、宮崎県平均を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

（４）死亡 

① 死亡数・死亡率の状況 

令和５年の死亡数は 334人となっており、近年増加傾向となっています。また、死亡率

（人口千人当たり死亡数）は 13.1で宮崎県平均を下回っています。 

 

 

 

 

 

  

30 

26 

23 
25 

22 21 

0

5

10

15

20

25

30

35

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

(人)

11.4% 11.5%
10.3% 10.6% 10.5%

12.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

三股町 宮崎県 全国

289 
271 266 

292 
314 

334 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

(人)

11.4 10.7 10.4 
11.4 

12.3 
13.1 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

三股町 宮崎県 全国

【低出生体重児（2,500ｇ未満）の出生数】 【低出生体重児の出生割合】 
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② 死因の状況 

本町の死因の状況をみると、悪性新生物（腫瘍）が最も多く、次いで、心疾患（高血圧

性を除く）、老衰、脳血管疾患となっています。全国、宮崎県と同様に、三大死因が上位を

占めています。 
 

順位 三股町 宮崎県 全国 

１ 悪性新生物（腫瘍） 悪性新生物（腫瘍） 悪性新生物（腫瘍） 

２ 心疾患（高血圧性を除く） 心疾患（高血圧性を除く） 心疾患（高血圧性を除く） 

３ 老衰 老衰 老衰 

４ 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 

５ 肺炎 肺炎 肺炎 

６ 腎不全 不慮の事故 不慮の事故 

７ 不慮の事故 腎不全 腎不全 

８ 自殺 自殺 自殺 

９ 肝疾患 肝疾患 肝疾患 

 

 

 

③ 死亡率（人口 10万人対）の状況 

死亡率（人口 10万人対）をみると、男性、女性のいずれも、全ての死因で宮崎県平均

を下回っています。 
 

死因 性別 三股町 宮崎県 全国 

全死因 
男性 1176.9 1419.8 1215.6 

女性 1081.5 1316.6 1095.7 

悪性新生物（腫瘍） 
男性 350.2 409.4 368.4 

女性 208.0 272.7 249.2 

心疾患（高血圧性を除く） 
男性 149.8 210.7 170.6 

女性 191.8 241.8 175.7 

老衰 
男性 33.7 59.0 62.3 

女性 140.2 160.3 160.4 

脳血管疾患 
男性 87.5 111.7 86.4 

女性 85.6 112.5 85.3 

肺炎 
男性 82.5 103.2 78.4 

女性 67.9 86.4 56.9 

 

  

出典：人口動態保健所・市区町村別統計（平成 30年～令和 4年） 

出典：人口動態保健所・市区町村別統計（平成 30年～令和 4年） 
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④ 標準化死亡比 

標準化死亡比とは、高齢化率などの人口構成の影響を除外した上で、本町の死亡率

を全国と比較できる、地域の特徴を表す指標となります。 

全国を 100 とした本町の標準化死亡比をみると、男女ともに全国を上回っている死因

は、脳血管疾患、肺炎、不慮の事故となっています。 

また、悪性新生物の内訳をみると、男女ともに全国を上回っている死因は、肝及び肝内

胆管となっています。 

 

【標準化死亡比（全死因）】 

    

 

【標準化死亡比（悪性新生物）】 
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（５）がん検診 

令和６年度の受診率は、胃がん 2.9％、肺がん 8.1％、大腸がん 7.9％、子宮がん

12.9％、乳がん 10.3％となっています。 
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出典：三股町町民保健課資料 
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（６）乳幼児健診・乳幼児歯科健診 

① 乳幼児健康診査 

令和６年度の受診率は 1歳 6か月児健診が 94.8％、3歳児健診が 95.8％となって

います。 
 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１歳６か月児健診 

対象者数(人) 298  217  261  264  172  

受診者数(人) 259  208  252  253  163  

児の理由による 
未受診者数(人) 17  1  4  0  0  

受診率(%) 92.2  96.3  98.1  95.8  94.8  

３歳児健診 

対象者数(人) 256  235  288  283  289  

受診者数(人) 250  229  278  266  276  

児の理由による 

未受診者数(人) 2  0  3  2  1  

受診率(%) 98.4  97.4  97.5  94.7  95.8  

 

 

② 乳幼児歯科健診 

令和６年度のむし歯有病率は１歳６か月児で 0.6％、２歳６か月児で 6.1％、３歳児で

17.0％となっています。各年度のいずれも２歳６か月児歯科健診から３歳児健診の間に

むし歯有病率が急増する傾向にあり、対策が必要です。 
 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１歳６か月児健診 

対象者数(人) 298  217  261  264  172  

受診者数(人) 259  208  252  253  163  

受診率(%) 86.9  95.9  96.6  95.8  94.8  

むし歯有病者(人) 9  6  1  2  1  

むし歯有病率(%) 3.5  2.9  0.4  0.8  0.6  

２歳６か月児歯科健診 

対象者数(人) 中止 261  247  328  247  

受診者数(人) - 223  236  283  229  

受診率(%) - 85.4  95.5  86.3  92.7  

むし歯有病者(人) - 23  12  13  14  

むし歯有病率(%) - 10.3  5.1  4.6  6.1  

３歳児健診 

対象者数(人) 256  235  288  283  289  

受診者数(人) 250  229  278  266  276  

受診率(%) 97.7  97.4  96.5  94.0  95.5  

むし歯有病者(人) 37  45  82  48  47  

むし歯有病率(%) 14.8  19.7  29.5  18.0  17.0  

  

出典：三股町町民保健課資料 

出典：三股町町民保健課資料 
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（７）むし歯数及び有病者率の推移（１歳６か月児、３歳児、12歳児） 

一人平均むし歯数及びむし歯有病者率は、おおむね全ての年代で全国平均、宮崎県平

均を上回って推移しています。 

 

     

【１歳６か月児の一人平均むし歯数及び有病者率】

【３歳児の一人平均むし歯数及び有病者率】

【12歳児の一人平均むし歯数及び有病者率】

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

三股町(むし歯数) 0.01 0.11 0.13 0.004 0.03

宮崎県(むし歯数) 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02

全国(むし歯数) 0.03 0.03 0.02 0.02

三股町(有病者率) 0.5 3.1 2.9 0.4 0.8

宮崎県(有病者率) 1.0 1.3 1.1 0.8 0.6

全国(有病者率) 1.0 1.1 0.8 0.7
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令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

三股町(むし歯数) 0.70 0.48 0.54 1.08 0.72

宮崎県(むし歯数) 0.58 0.63 0.54 0.56 0.48

全国(むし歯数) 0.40 0.39 0.33 0.28

三股町(有病者率) 18.1 14.8 18.3 29.5 18.0

宮崎県(有病者率) 16.7 17.3 15.1 15.2 11.4

全国(有病者率) 11.9 11.8 10.2 8.6
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令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

三股町(むし歯数) 1.28 1.68 1.57 1.50 1.08

宮崎県(むし歯数) 0.93 0.93 0.90 0.76 0.77

全国(むし歯数) 0.69 0.68 0.63 0.56

三股町(有病者率) 51.5 51.4 57.1 57.8 39.2

宮崎県(有病者率) 39.4 35.0 36.3 33.6 33.8

全国(有病者率) 31.8 29.4 28.3 25.8
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出典：宮崎県の歯科保健の状況 
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２ 健康づくりに関する事業の実施状況 

※実績値の出典は全て三股町町民保健課資料 

（１）人間ドック 

30歳から 70歳まで、５歳刻みの節目の人を対象に実施しています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受診者数(人) 109  96  57  97  103  

 

 

（２）地区組織活動 

① 健康づくり推進員 

地域の人々の健康への意識を高め、健康診断・がん検診の受診勧奨のための活動や

健康づくりに関する情報提供を行っています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

配置人数(人) 28  28  29  32  33  

 

② 食生活向上員 

地域住民の食育推進や食生活改善に関する活動を行っています。また、学校等の依頼

により食育講座を実施しています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

配置人数(人) 38  37  37  37  30  

 

③ 健康づくり推進協力員 

健康づくり推進員・食生活向上員の地区活動のサポートを行っています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

配置人数(人) 30  30  30  30  30  
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（３）母子保健事業 

① 妊娠期両親学級（パパママ教室） 

快適なマタニティーライフを送るため、また、赤ちゃんの健やかな成長のため、パパ・ママ

の参加できる教室（パパの妊婦体験、パパの沐浴練習、おむつ交換等）を行っています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

開催回数(回) 4  4  4  4  4  

参加人数(人) 72  14  49  48  49  

 

② 妊婦健康診査事業 

健やかな妊娠と安全な出産を迎えられるように、妊娠週数に応じて 14回分の妊婦健

診の費用を助成しています。同時に子宮がん検診費用の助成も行っています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実人数(人) 352  358  298  265  269  

延べ人数(人) 2,699  2,756  2,190  2,029  2,073  

 

③ 新生児聴覚検査事業 

先天的な聴覚障がいの有無を早期に発見し、速やかに支援に結びつけるため検査費

用の助成を行っています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実人数(人) 202  225  189  166  183  

 

④ 母子保健推進員活動事業 

子育てに関する様々な不安や悩みを抱えた家庭が、地域とつながりを持てるような活動

を行っています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

配置人数(人) 14  19  18  16  16  

訪問件数(件) 838  986  1,066  1,116  1,077  
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⑤ 新生児・妊産婦訪問指導事業（乳幼児全戸訪問事業） 

全ての生後１～３か月児と産婦を対象に、助産師や保健師が赤ちゃんの体重測定や授

乳のアドバイス等を行うため新生児訪問を行っています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

妊産婦実人数(人) 204  191  202  161  184  

乳児実人数(人) 205  192  203  162  187  

 

⑥ 乳児健診（個別）事業 

母子健康手帳の交付に合わせて、小児科医院等で健診が受けられるように、健康診査

の費用２回分を助成しています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実人数(人) 204  311  389  312  242  

延べ人数(人) 405  425  389  312  261  

 

⑦ 離乳食教室事業（もぐもぐ教室） 

離乳食の進め方の講話や離乳食の試食を行っています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

開催回数(回) 6  11  11  10  11  

実人数(人) 50  42  49  46  50  

 

⑧ 育児教室事業（すくすく教室） 

図書館司書による絵本の読み聞かせのほか、事故予防や歯の健康に関する講話、乳

児体操を行っています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

開催回数(回) 11  6  12  12  12  

参加組数(組) 135  82  112  84  105  
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⑨ 健診フォロー親子教室事業（ほのぼの親子教室） 

幼児健診等で児の発達や子育ての不安等で経過観察が必要なとき、親子で楽しく遊

びながら、子どもの健やかな心身の成長を促し、保護者の育児不安を軽減できるよう親

子教室を開催しています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

開催回数(回) 9  7  9  8  10  

実人数(人) 55  41  38  88  94  

 

⑩ 都城市こども発達センター利用事業 

発達障がいの診断や療育相談行うため、都城市が設置している「こども発達センター

きらきら」を三股町の幼児が利用できるよう運営費の負担を行っています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

延べ人数(人) 239  235  234  259  206 

 

 

（４）健康づくり事業 

① いきいき元気塾 

本計画の目標に掲げている「主食・主菜・副菜を組み合わせて食べる」ことを実践する

ために、各地区で教室を開催しています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

開催回数(回) 中止 2  20  45  38  

参加人数(人) 中止 11  381  531  572  

 

② 組織育成 

健康づくりを地域から推進していくために、ボランティア組織の育成を行っています。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

開催回数(回) 2  1  5  6  6  

参加人数(人) 48  46  130  224  147  
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③ リズムウォーキング教室 

運動習慣がない人に対して、手軽に楽しく運動を体験できる機会として、健康運動実践

指導者の指導のもと、音楽に合わせて歩く動作を中心とした運動をします。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実施回数(回) 11  6  5  12  12  

登録者数(人) 15  18  14  40  47  

参加延べ人数(人) 72  45  37  189  199  

 

④ エクササイズクラブ 

健康管理センター健診ホール内にある運動機器を、町内にお住いの方へ無料開放して

います。 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

登録者数(人) 52  52  2  55  47  

参加延べ人数(人) 494  194  0  624  427  
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３ 国民健康保険の状況 

（１）国民健康保険被保険者数 

令和６年度の国民健康保険被保険者数は 4,757人（39歳以下 1,072人、40～64

歳 1,366人、65～74歳 2,319人）となっており、減少傾向で推移しています。また、令和

６年度の年代別構成割合をみると、39歳以下 22.5％、40～64歳 28.7％、65～74歳

48.7％で、65～74歳の構成割合は、全国、宮崎県を上回っています。 
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出典：ＫＤＢデータ 
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（２）特定健康診査 

令和６年度の受診率は 43.2％で、令和５年度までは全国平均、宮崎県平均を上回って

推移しています。 

 

 

   

 

 

（３）特定保健指導 

令和 6年度の実施率は 73.5％で、令和５年度までは全国平均、宮崎県平均を上回って

推移しています。 
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（４）生活習慣（質問票調査） 

令和 6年度の宮崎県平均、全国平均と比較すると、特に、「既往歴（心臓病、慢性腎臓

病・腎不全、貧血）」、「週３回以上就寝前夕食」、「生活習慣改善、改善意欲なし」の項目に

おいて、改善されるべき状況にあります。 
 

項目 三股町 宮崎県 全国 

服薬 

高血圧症 46.7% 42.0% 35.1% 

糖尿病 12.8% 10.2% 8.8% 

脂質異常症 25.3% 26.1% 28.2% 

既往歴 

脳卒中 3.4% 3.7% 3.1% 

心臓病 9.0% 6.6% 5.5% 

慢性腎臓病・腎不全 2.1% 1.1% 0.9% 

貧血 15.6% 11.2% 11.3% 

喫煙 
習慣的に喫煙している 10.5% 12.6% 14.0% 

以前は吸っていたが、最近１か月間は吸っていない 26.5% 17.1% 17.9% 

20 歳時体重から 10㎏以上増加 34.9% 36.9% 35.8% 

１回 30分以上の運動習慣なし 47.2% 56.3% 60.1% 

１日１時間以上運動なし 32.7% 45.6% 47.9% 

歩行速度遅い 47.2% 46.8% 50.6% 

咀嚼 

何でも 80.4% 80.0% 79.6% 

かみにくい 18.5% 19.2% 19.6% 

ほとんどかめない 1.1% 0.7% 0.8% 

食事速度 

速い 25.8% 27.3% 27.0% 

普通 67.5% 65.3% 65.0% 

遅い 6.7% 7.4% 8.0% 

週３回以上就寝前夕食 16.8% 15.9% 16.1% 

朝昼夕３食以外

の間食や甘い飲

み物 

毎日 21.0% 17.7% 22.0% 

時々 61.8% 61.2% 57.1% 

ほとんど摂取しない 17.2% 21.1% 20.9% 

週３回以上朝食を抜く 7.0% 10.0% 10.8% 

１日飲酒量 

１合未満 57.3% 55.2% 60.3% 

１～２合未満 33.1% 32.5% 25.4% 

２～３合未満 8.4% 10.3% 10.1% 

３～５合未満 1.1% 1.8% 3.1% 

５合以上 0.1% 0.3% 0.7% 

出典：ＫＤＢデータ（令和 6年度） 

※宮崎県及び全国結果と比較し、改善すべき状況にある場合、背景色を橙色塗りしています。以降も同様となって

います。 
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項目 三股町 宮崎県 全国 

飲酒頻度 

毎日 21.2% 21.7% 19.3% 

週５～６日 5.6% 6.9% 7.3% 

週３～４日 7.4% 7.1% 7.2% 

週１～２日 8.3% 7.7% 8.0% 

月に１～３日 6.3% 7.2% 7.6% 

月に１日未満 4.9% 6.3% 6.9% 

やめた 5.3% 3.4% 3.6% 

飲まない（飲めない） 41.0% 39.6% 40.1% 

睡眠不足 22.9% 23.8% 27.8% 

生活習慣改善 

改善意欲なし 28.0% 23.6% 26.6% 

改善意欲あり 13.1% 28.1% 28.5% 

改善意欲あり、かつ始めている 16.0% 17.0% 13.9% 

取り組み済み、６か月未満 9.7% 9.8% 9.3% 

取り組み済み、６か月以上 33.2% 21.5% 21.7% 

過去に保健指導を受けたことがある 32.3% 28.5% 22.8% 

出典：ＫＤＢデータ（令和 6年度） 

 

（５）健診結果 

令和 6年度の宮崎県平均、全国平均と比較すると、特に、「メタボ男性」、「腹囲男性」の

項目において、改善されるべき状況にあります。 
 

項目 三股町 宮崎県 全国 

受診率 43.0% 38.3% 36.7% 

メタボ 

全体 22.8% 21.1% 20.4% 

男性 37.0% 32.5% 32.1% 

女性 12.7% 12.3% 11.0% 

予備群 

全体 11.7% 13.1% 11.4% 

男性 17.7% 19.8% 18.1% 

女性 7.3% 8.0% 6.1% 

非肥満高血糖 7.7% 7.6% 8.5% 

特定保健指導実施率 41.2% 24.8% 9.3% 

腹囲 

（メタボ・予備群レベル） 

全体 38.4% 38.2% 35.4% 

男性 60.4% 57.9% 55.8% 

女性 22.7% 22.9% 19.1% 

  出典：ＫＤＢデータ（令和 6年度） 
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項目 三股町 宮崎県 全国 

ＢＭＩ 

（メタボ・予備群レベル） 

全体 3.8% 4.5% 4.5% 

男性 0.7% 1.6% 1.6% 

女性 6.1% 6.7% 6.8% 

 

 

（６）医療 

令和 6年度の宮崎県平均、全国平均と比較すると、千人当たり外来患者数が高くなって

います。歯科受診率（対 10万人対比）は、宮崎県平均は上回っていますが、全国平均を下

回っています。 
 

項目 三股町 宮崎県 全国 

千人当たり外来患者数 771.2 734.3 704.1 

千人当たり入院患者数 26.4 25.8 18.6 

受診率（対 10万人対比） 797.571 760.123 722.708 

外来 

費用の割合 55.9% 55.0% 59.2% 

１件当たり点数 2,327 2,454 2,428 

１人当たり点数 1,794 1,802 1,709 

入院 

費用の割合 44.1% 45.0% 40.8% 

１件当たり点数 53,523 57,114 63,292 

１人当たり点数 1,413 1,476 1,177 

歯科 

受診率（対 10 万人対比） 156.415 152.487 170.036 

１件当たり点数 1,478 1,399 1,325 

１人当たり点数 231 213 225 

 

 

（７）医療費構成割合 

令和 6年度の宮崎県平均、全国平均と比較すると、糖尿病、慢性腎臓病（透析有）の割

合が高くなっています。 
 

項目 三股町 宮崎県 全国 

がん 28.0% 28.9% 32.2% 

筋・骨格 17.1% 16.7% 17.2% 

精神 16.5% 18.5% 14.9% 

糖尿病 11.7% 10.2% 10.7% 

慢性腎臓病（透析有） 11.6% 9.6% 8.2% 

その他 15.1% 16.1% 16.8% 

出典：ＫＤＢデータ（令和 6年度） 

出典：ＫＤＢデータ（令和 6年度） 

出典：ＫＤＢデータ（令和 6年度） 
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４ 後期高齢者医療の状況 

（１）生活習慣（質問票調査） 

令和 6年度の宮崎県平均、全国平均と比較すると、特に、「半年前に比べて固いものが

食べにくい」、「６か月で２～３㎏以上の体重減少」の項目において、改善されるべき状況に

あります。 
 

項目 三股町 宮崎県 全国 

健康状態 

よい 26.7% 25.0% 22.2% 

まあよい 20.0% 15.2% 18.1% 

ふつう 44.0% 50.0% 49.2% 

あまりよくない 8.6% 8.6% 9.3% 

よくない 0.7% 1.2% 1.2% 

心の健康状態 

毎日の生活に満足 48.1% 51.1% 46.4% 

毎日の生活にやや満足 44.5% 41.7% 44.8% 

毎日の生活にやや不満 6.6% 6.2% 7.7% 

毎日の生活に不満 0.7% 1.0% 1.1% 

１日３食きちんと食べる 95.4% 95.1% 94.4% 

半年前に比べて固いものが食べにくい 28.7% 27.3% 26.8% 

お茶や汁物等でむせる 19.0% 19.6% 20.9% 

６か月で２～３㎏以上の体重減少 13.5% 13.5% 12.0% 

以前に比べて歩く速度が遅い 56.7% 55.5% 58.6% 

この１年間に転んだ 19.3% 19.6% 18.5% 

ウォーキング等の運動を週に１回以上 65.2% 63.1% 63.6% 

同じことを聞くなど物忘れあり 12.7% 13.9% 14.9% 

今日の日付がわからない時あり 22.7% 24.6% 23.8% 

喫煙 

吸っている 3.9% 4.3% 5.0% 

吸っていない 73.2% 80.0% 74.9% 

やめた 22.9% 15.8% 20.1% 

週に１回以上は外出 93.6% 92.3% 92.3% 

家族や友人と付き合いがある 97.0% 96.1% 95.0% 

身近に相談できる人がいる 96.9% 96.3% 95.2% 

 

 

  

出典：ＫＤＢデータ（令和 6年度） 



第３章 本町の現状 
 

37 

 

（２）健診結果 

令和 6年度の宮崎県平均、全国平均と比較すると、女性の「基準値超ＢＭＩ」の項目にお

いて、改善されるべき状況にあります。 
 

項目 三股町 宮崎県 全国 

受診率 44.8% 28.0% 26.1% 

非肥満高血糖 16.5% 22.1% 21.8% 

基準値超ＢＭＩ 

（受診勧奨判定値） 

全体 25.8% 25.1% 23.0% 

男性 24.4% 27.2% 25.6% 

女性 26.6% 23.7% 21.1% 

 

 

 

（３）医療 

令和 6年度の宮崎県平均、全国平均と比較すると、千人当たり外来患者数が高くなって

います。 

一方、歯科受診率（対 10万人対比）が低くなっています。 
 

項目 三股町 宮崎県 全国 

千人当たり外来患者数 1,313.2 1,257.2 1,251.5 

千人当たり入院患者数 66.8 69.8 61.3 

受診率（対 10万人対比） 1,379.99 1,326.98 1,312.85 

外来 

費用の割合 49.4% 47.0% 47.1% 

1件当たり点数 2,668 2,681 2,767 

1人当たり点数 3,504 3,371 3,463 

入院 

費用の割合 50.6% 53.0% 52.9% 

1件当たり点数 53,810 54,513 63,310 

1人当たり点数 3,596 3,803 3,884 

歯科 

受診率（対 10 万人対比） 135.042 169.771 223.197 

1件当たり点数 1,518 1,524 1,428 

1人当たり点数 205 259 319 

 

  

出典：ＫＤＢデータ（令和 6年度） 

出典：ＫＤＢデータ（令和 6年度） 
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５ 介護保険の状況 

（１）年代別介護度別認定者数 

本町全体の「日常生活動作が自立している期間」とされる要支援１から要介護１までの

構成割合は 47.9％となっています。90歳以上では、33.3％と低くなっています。 

 

【令和７年５月 年代別要介護度別認定者数】 

   

 

【令和７年５月 年代別認定者割合】 

   

 

  

40-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上

要支援1 4 7 6 25 27 33 14

要支援2 3 4 11 13 22 30 20

要介護1 9 18 25 33 59 81 68

要介護2 3 7 15 16 21 41 42

要介護3 3 4 9 10 29 39 52

要介護4 2 5 9 13 20 38 67

要介護5 1 5 11 17 14 22 43

総数 25 50 86 127 192 284 306
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47.9%

64.0% 58.0%
48.8%

55.9% 56.3% 50.7%

33.3%

52.1%

36.0% 42.0%
51.2%

44.1% 43.8% 49.3%

66.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

全体 40-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上

要支援1～要介護1割合 要介護2～要介護5割合

出典：介護保険事業状況報告５月月報 
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（２）性別要介護認定者の状況 

令和７年５月の認定者数は 1,070人（うち男性 333人、女性 737人）となっています。

性別でみると、要支援１から要介護５まで認定者数、認定者構成割合で女性が男性を上回

っています。 
 

【令和７年５月 性別要介護（要支援）別認定者数】 

   

 

【令和７年５月 性別要介護（要支援）別認定者割合】 
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99 53 48 41 35
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73.4% 69.0%
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男性 女性

出典：介護保険事業状況報告５月月報 
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（３）宮崎県平均、全国平均との比較 

第１号被保険者（65歳以上）に占める認定率は、全国平均、宮崎県平均を下回っていま

す。 

１件当たりの給付費は、全ての要介護（要支援）区分で全国平均を上回っています。 

有病状況は「糖尿病」、「高血圧症」、「心臓病」、「脳疾患」、「筋・骨格」、「認知症」で全

国平均、宮崎県平均を上回っています。 
 

項目 三股町 宮崎県 全国 

第１号被保険者（65歳以上）に占める認定率 14.4% 17.0% 20.1% 

1件当たり給付費 

要支援 1 11,022円 9,756 円 9,633 円 

要支援 2 14,276円 14,511 円 12,937 円 

要介護 1 46,468円 44,479 円 37,722 円 

要介護 2 57,816円 54,838 円 46,142 円 

要介護 3 98,058円 87,538 円 80,003 円 

要介護 4 113,044円 114,468 円 105,163 円 

要介護 5 129,529円 126,158 円 112,494 円 

有病状況 

糖尿病 26.6% 22.8% 24.8% 

高血圧症 57.7% 57.3% 53.7% 

脂質異常症 26.7% 30.2% 33.9% 

心臓病 64.9% 64.5% 60.8% 

脳疾患 27.2% 26.1% 21.7% 

がん 10.2% 10.9% 12.3% 

筋・骨格 57.6% 56.5% 54.3% 

精神 40.0% 41.7% 36.5% 

認知症 28.7% 28.6% 23.7% 

アルツハイマー病 13.9% 19.1% 17.4% 

居宅サービス 1件当たり給付費 50,826円 50,436 円 41,413 円 

施設サービス 1件当たり給付費 291,839円 305,738 円 308,097 円 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ＫＤＢデータ（令和 6年度） 
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第４章 基本理念、基本目標、分野別目標 

１ 基本理念 

誰もが笑顔のある毎日を過ごすことは、人々の安心につながります。また、人と人とのふれあ

いを大切にしながら、生きがいを持つことは何より大切です。 

本町では住民とともに健康なまちづくりのテーマとして、第２次計画に掲げた「みんな元気

ずっと元気笑顔いっぱい三股町」を継承し本計画の基本理念とします。 

 

 

 

 

 

 

２ 基本目標 

生涯をとおして一人一人が心豊かに生きるために、町民がいつも笑顔で、元気で、安心して、

つながり、支え合えるまちづくりを目指していきます。本町では、基本理念を基に次のように基

本目標を定め、健康づくり施策につなげます。 

 

 

 

 

 

 

３ 基本方針 

以下の４つの基本方針に基づいて、健康づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】 

「みんな元気 ずっと元気 笑顔いっぱい三股町」 

【基本目標】 

「笑顔・元気・安心・つながり・支え合いの町」 

①健康づくりの根幹である「元気づくり」と「病気予防」のバランス調整を図

ることを柱に取り組みます。 

②健康寿命の延伸のために４つの分野別目標を設定し取組を推進します。 

③個人や地域社会が共通の認識を持ち健康づくりを実現するために、「個

人・家族」「地域・行政」のそれぞれの立場で取り組みます。 

④生涯をとおした健康づくりのために、住民が中心になり地域社会や行政が

共有・協働して、ライフステージごとに、それぞれ世代が積極的に取り組む

ようにします。 
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４ 分野別目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 生活習慣の改善 

１ 栄養・食生活 

２ 身体活動・運動 

３ 休養・睡眠 

４ 飲酒 

５ 喫煙 

６ 歯・口腔の健康 

Ⅱ 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

１ がん 

２ 循環器病 

３ 糖尿病 

４ ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 

Ⅲ 生活機能の維持・向上 

Ⅳ 社会とのつながり・こころ健康の維持及び向上 
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第５章 分野別目標ごとの取組 

第１節 Ⅰ 生活習慣の改善 

１ 栄養・食生活 

（１）背景 

栄養・食生活は、生命の維持に加え、こども達が健やかに成長し、また人々が健康で幸福

な生活を送るために欠くことのできない営みです。また、多くの生活習慣病の予防・重症化

予防のほか、やせや低栄養等の予防を通じた生活機能の維持・向上の観点からも重要で

す。さらに、個人の行動と健康状態の改善を促すための適切な栄養・食生活やそのための

食事を支える食環境の改善を進めていくことも重要です。 

 

（２）現状及び課題 

〇適正体重である者（ＢＭＩ18.5 以上 25 未満（65 歳以上はＢＭＩ20 を超え 25 未満））

の割合は59.8％で、国現状値とほぼ同水準となっています。年代別でみると、20～60歳

代男性の肥満者の割合が 39.7％で、国現状値及び宮崎県現状値を上回っています。ま

た、20～30 歳代女性のやせの割合が 18.8％、低栄養傾向の高齢者の割合が 21.4％

で、国現状値及び宮崎県現状値を上回っています。適正体重である者の増加のために、

食事のバランスや摂り方を見直す必要があります。 

〇主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２回以上の日がほぼ毎日の者の割合は

34.8％で、国現状値及び宮崎県現状値を下回っています。この割合を増加させることは、

良好な栄養素摂取量の達成や生活習慣病の一次予防、生活機能の維持・向上のために

重要となることから、更なる取組が必要です。 

〇朝食を毎日食べている者の割合は、20歳代 65.4％、30歳代 70.4％、40歳代 75.6％

となっており、全ての年代で宮崎県現状値を上回っています。一方、朝食を毎日食べてい

るこどもの割合は、3 歳児 90.5％、未就学児 93.5％、小学５年生 91.3％、中学２年生

84.2％、高校２年生 78.1％となっており、全ての年代で宮崎県現状値を下回っています。

適正体重の維持のためにも、望ましい食習慣を身に付けることができるような取組の推

進が必要です。 

 

（３）施策の方向性 

① バランスのよい食事の普及啓発 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上摂っている場合、それ以下の場合

と比較して、栄養素摂取量（たんぱく質、脂肪エネルギー比、ミネラル、ビタミン）が適正に

なることが報告されています。このことから、生活習慣病の一次予防、朝食を食べる人の

割合の増加につなげるため、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を摂るための普及啓

発や食環境づくりを行います。 

  

Ⅰ 生活習慣の改善 
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② 適正体重の維持に向けた取組 

肥満は生活習慣病との関連があり、若年女性のやせは骨量減少や、低出生体重児出

産のリスクが高まります。また、高齢者のやせは、肥満よりも死亡率が高くなることが報告

されています。こどもの肥満は、将来の成人肥満に結びつきやすく、生活習慣病のリスクと

なります。 

これらのことから、適正体重を維持している者を増加させるため、ライフステージの特徴

に応じた望ましい食習慣を身に付けられるための取組を推進します。 

 

③ ※適塩の推進 

食塩摂取量を適正にすることは、血圧の低下による循環器病発症リスクの低減につな

がることから、個人の行動と健康状態の改善を促すための正しい情報発信を行います。ま

た、食品中に含まれる塩分量や適塩の工夫等の情報を分かりやすく提供する、食品の栄

養成分表示の活用など、適塩に取り組みやすい普及啓発を行います。 

※「適塩」：一人一人が適正量の塩分摂取につなげるための取組のこと。年齢、性別、病気などにより、食塩摂

取量の目標量は異なります。 

 

（４）「個人・家庭」、「地域・行政」の取組 
 

主な取組 個人・家庭 地域・行政 

① バランスのよい食

事の普及啓発 

・主食・主菜・副菜を組み合わせた食

事をとるように心がけます。 

・塩分や脂肪分、糖分の摂取量を控

えます。 

・野菜や果物を多く食べます。 

・好き嫌いをしません。 

・自分の体に合った分だけ食べます。 

・バランスのよい食事について学びま

す。 

・料理教室やサークル等を活用して、

食生活の改善を心がけます。 

・広報「みまた」の『いきいきげんき』

で毎月旬の食材を用いたバランス

食の紹介をしていきます。 

・食に関するボランティアを育成・養

成していきます。 

・健診等を通して、食生活を改善する

うえで必要な支援を行います。 

・高齢者を中心にした集いの場等で

低栄養予防、改善のための講座を

開催します。 

・一人暮らし高齢者等で食事の確保

の必要性が認定された人に、在宅

高齢者等配食サービス利用を推進

します。 
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② 適正体重の維持に

向けた取組 

・自分の適正体重を知るようにしま

す。 

・食べ過ぎないようにします。 

・自分にあった運動を日頃から行い

ます。 

・定期的に健康診断を受診します。 

・健診等を通して、個人の生活を改

善するうえで必要な支援を行いま

す。 

・生活習慣病の危険性と予防のため

の情報を広報等で提供します。 

③ 適塩の推進 

・食品中に含まれる塩分量を意識す

るようにします。 

・適正な食塩摂取を心がけます。 

・適塩の工夫等の情報に興味を持つ

ようにします。 

・個人の行動と健康状態の改善を促

すための正しい情報を発信します。 

・保健指導従事者の資質向上を図り

ます。 

・適塩の工夫等の情報を発信し、周

知啓発を図ります。 

 

 

（５）目標項目・目標値 
 

項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

１ 適正体重を維持している者の増加 

BMI18.5以上 25未満（65歳以上は BMI20を超

え 25未満）の者の割合 

成人 60.3% - 59.8% 

66.0% 成人男性 - 51.6% 54.2% 

成人女性 - 47.8% 63.8% 

20～60歳代男性の肥満者の割合 

（BMI25以上の者の割合） 

20～69歳 

男性 
35.1% 38.5% 39.7% 30.0% 

40～60歳代女性の肥満者の割合 

（BMI25以上の者の割合） 

40～69歳 

女性 
22.5% 24.6% 16.3% 15.0% 

20～30歳代女性のやせの割合 

（BMI18.5未満の者の割合） 

20～39歳 

女性 
18.1% 13.7% 18.8% 15.0% 

低栄養傾向の高齢者の割合 

（BMI20未満の者の割合） 
65歳以上 16.8% 17.3% 21.4% 15.0% 

２ 児童・生徒における肥満傾向児の減少 

児童・生徒における肥満傾向児の割合 

小 5全体  11.0% - 9.1% 
全国平均 

以下 

小 5男子 12.6% 15.9% 10.2% 
全国平均 

以下 

小 5女子 9.3% 12.4% 7.8% 
全国平均 

以下 
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項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

３ バランスの良い食事を摂っている者の増加 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日

２回以上の日がほとんど毎日の者の割合 
成人 37.7% 60.8% 34.8% 50.0% 

４ 朝食を毎日食べている者の増加 

朝食を毎日食べている者の割合 

20歳代 - 62.7% 65.4% 

85.0% 30歳代 - 67.7% 70.4% 

40歳代 - 67.3% 75.6% 

５ 朝食を毎日食べているこどもの増加 

朝食を毎日食べているこどもの割合 

3歳児  - 95.0% 90.5% 

100% 

就学前児 - 96.5% 93.5% 

小 5 - 89.1% 91.3% 

中 2 - 86.9% 84.2% 

高 2 - 84.0% 78.1% 

※三股町現状値出典：町民調査等 

※国現状値出典：健康日本 21（第三次）、次項目以降同じ 

※宮崎県現状値出典：健康みやざき行動計画 21（第３次）、次項目以降同じ 
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２ 身体活動・運動 

（１）背景 

「身体活動」とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての動きを、

「運動」とは、身体活動のうち、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的

として計画的・意図的に行われるものを指します。 

身体活動・運動の量が多い者は、少ない者と比較して２型糖尿病、循環器病、がん、※ロコ

モティブシンドローム、うつ病、認知症等などの発症・罹患リスクが低いことが報告されてい

ます。また、身体活動は、妊婦・産後の女性、慢性疾患や障がいのある人を含め、様々な人々

に対して健康効果が得られるとされています。一方で、機械化・自動化の進展、移動手段の

変化等により、住民の身体活動量が減少しやすい社会環境にあることや、全国的に「日常

生活における歩数」、「運動習慣者の割合」のいずれも横ばいから減少傾向であることを踏

まえると、引き続き身体活動・運動分野の取組を積極的に行う必要があります。さらに、身体

活動量の減少は肥満や生活習慣病発症の危険因子であるだけでなく、高齢者の自立度低

下や虚弱の危険因子であることから、重点的な対策を実施する必要があります。 

※「ロコモティブシンドローム」：運動器（筋肉、骨、関節、椎間板など）の障害のために移動能力の低下をきた

して、要介護又は要介護になる危険の高い状態をいいます。 

 

（２）現状及び課題 

〇運動習慣者（１回 30 分以上の運動を週２回以上実施し、１年以上継続している者）の割

合は、20～64歳男性、65歳以上女性で国現状値を上回っている一方、20～64歳女性、

65 歳以上男性は国現状値を下回っています。身体活動量の減少は高齢者の自立度低

下や虚弱の危険因子であることから重点的に取り組む必要があります。 

〇１週間の総運動時間が 60分未満の児童の割合（小学５年生）については男女ともに、国

現状値(男子 8.8%、女子 14.4％)及び宮崎県現状値(男子 9.6%、女子 14.1％)を上

回っています。運動をしない児童の抑制のための取組を推進する必要があります。 

 

（３）施策の方向性 

① 身体活動の増加と運動習慣の定着 

運動習慣を有する者は、運動習慣のない者に比べて、生活習慣病発症や死亡のリスク

が低いことが報告されています。日常生活の中でこまめに身体を動かすことや健康無関

心層も運動に取り組みやすい環境整備を推進し、健康づくりのための運動習慣の定着を

図ります。 

 

② ライフステージに応じた取組 

ライフステージを通じた運動習慣の定着のために、こどもの運動時間の増加に向けた

情報発信や取組を推進します。働く世代に対する運動の普及啓発については、健康経営

の観点からの取組も行います。高齢者に対しては、現存するサロン等を活用し、ロコモティ

ブシンドローム予防の観点からの取組や普及啓発を行います。  
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（４）「個人・家庭」、「地域・行政」の取組 
 

主な取組 個人・家庭 地域・行政 

① 身体活動の増加と

運動習慣の定着 

・習慣的に、家族も一緒になってでき

るスポーツをします。 

・運動教室やサークル活動に参加

し、仲間づくりに励みます。 

・学校や仕事以外で体を動かす時間

をつくります。 

・体力づくり、健康づくりの大切さに

ついて学びます。 

・なるべく自分の足で歩くように心が

けます。 

・運動習慣についての情報を取り入

れ、積極的に体を動かすように心が

けます。 

・出前講座で町内の団体や親子に

ニュースポーツの指導をしていきま

す。 

・地域で運動できる場をつくり、世代

間交流を促します。 

・みまたチャレンジ総合クラブの利用

促進を支援していきます。 

・広報「みまた」や回覧で『リズムウォ

ーキング教室』等の紹介をしていき

ます。 

② ライフステージに

応じた取組 

・小児期に体を動かす習慣を身に付

けるようにします。 

・働く世代や高齢期においては、なる

べく歩くように心がけるとともに、習

慣的に運動するように心がけます。 

・幅広い世代が参加でき、ニーズに

対応できるスポーツ活動等の場を

提供します。 

・小児期においては、身近な遊びや

生活活動を通して、体を動かす楽し

さを啓発するとともに、運動時間の

増加につながる取組を推進します。 

・働く世代や高齢期においては、スポ

ーツ・レクリエーション活動を充実さ

せるために SNS 等を活用した普

及・啓発を行います。また、様々なイ

ベントを通して、スポーツ活動への

参加意欲を高め、運動の習慣化を

促進します。 
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（５）目標項目・目標値 
 

項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

１ 運動習慣者の増加 

運動習慣者（１日 30分以上の運動を週２回以

上実施し、１年以上継続している者）の割合 

20～64歳 

男性 
23.5% - 29.1% 30.0% 

65歳以上 

男性 
41.9% - 40.5% 50.0% 

20～64歳 

女性 
16.9% - 15.9% 30.0% 

65歳以上 

女性 
33.9% - 42.6% 50.0% 

週１回以上運動している者の割合 

20～64歳 

男性 
- 43.1% 48.0% 66.0% 

65歳以上 

男性 
- 63.0% 61.9% 76.0% 

20～64歳 

女性 
- 42.6% 35.3% 50.0% 

65歳以上 

女性 
- 60.5% 60.4% 81.0% 

２ 運動やスポーツを習慣的に行っていないこどもの減少 

１週間の総運動時間（体育授業除く。）が 60

分未満の児童の割合 

小 5男子 8.8% 9.6% 12.7% 減少 

小 5女子 14.4% 14.1% 17.2% 減少 

３ 健康や楽しみのために運動・スポーツを週１回以上行っている者の増加 

健康や楽しみのために運動・スポーツを週１

回以上行っている者の割合 
成人 - 50.6% 42.4% 60.0% 

※三股町現状値出典：町民調査等 
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３ 休養・睡眠 

（１）背景 

「休養」には二つの意味が含まれ、「休」は、労働や活動等によって生じた心身の疲労を、

休息により解消し、元の活力を持った状態への復帰を図る働きを、「養」は、「英気を養う」と

いうように、社会的機能の向上に資する心身の能力を自ら高める営みを主として指します。 

日々の生活においては、睡眠や余暇が重要であり、十分な睡眠や余暇活動は、心身の健

康に欠かせません。睡眠不足は、日中の眠気や疲労に加え、頭痛等の身心愁訴の増加、情

動不安定、注意力や判断力の低下に関連する作業能率の低下等、多岐にわたる影響を及

ぼし、事故等、重大な結果を招く場合もあります。また、睡眠不足を含め様々な睡眠の問題

が慢性化すると、肥満、高血圧、糖尿病に関連し、死亡率の上昇、心疾患や脳血管障害の発

症リスク上昇と症状悪化にも関与することが明らかとなっています。また、睡眠の問題はうつ

病などの精神障害において、発症初期から出現し、再燃・再発リスクを高めることが知られ

ていますが、不眠の存在自体が精神障害の発症リスクをも高めるという報告もあります。ま

た、長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さら

には脳・心臓疾患との関連性が強いと言われています。 

 

（２）現状及び課題 

〇睡眠で休養がとれている人の割合は、成人全体で国現状値を下回っています。十分な睡

眠による休養が日常生活に取り入れられた生活習慣を確立することが重要です。 

〇睡眠時間が６～９時間（60歳以上については、６～８時間）の者の割合は、20～59歳、60

歳以上のいずれも国現状値を上回っています。よりよい睡眠を取ることは、心身の健康の

保持・増進において極めて重要であり、よりよい睡眠には、睡眠の質と量のいずれもが重

要です。 

 

（３）施策の方向性 

① 適切な睡眠時間確保の推進 

「睡眠により休養をとれていると感じているか」に関連する主観的評価は、高血圧、糖尿

病、心疾患、うつ病等との関連性が認められています。 

睡眠休養感を高める取組について、国が示している「健康づくりのための睡眠ガイド

2023」を参考に、住民への普及啓発を行います。 
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（４）「個人・家庭」、「地域・行政」の取組 
 

主な取組 個人・家庭 地域・行政 

① 適切な睡眠時間確

保の推進 

・小学生は９～12 時間、中学・高校

生は８～10時間を目安に睡眠時間

を確保します。また、朝は太陽の光

を浴びて、朝食をしっかり摂り、日中

は運動をして、夜更かしの習慣化を

避けます。 

・成人については、適正な睡眠時間

には個人差はありますが、６時間以

上を目安として必要な睡眠時間を

確保します。また、食生活や運動等

の生活習慣、寝室の睡眠環境等を

見直して、睡眠休養感を高めます。 

・高齢者については、長い床上時間

が健康リスクとなるため、床上時間

が８時間以上にならないことを目安

に、必要な睡眠時間を確保します。

また、長い昼寝は夜間の良眠を妨

げるため、日中は長時間の昼寝は

避け、活動的に過ごします。 

・睡眠や休養の大切さを伝えます。 

・心身の健康づくりについて学ぶ機

会をつくります。 

・快眠できる生活習慣を身に付ける

ための、わかりやすく具体的な情報

を提供します。 

・睡眠不足による危険性を周知しま

す。 

 

（５）目標項目・目標値 
 

項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

１ 睡眠で休養がとれている者の増加 

睡眠で休養がとれている者の増加の割合 

全体 78.3% - 76.1% 80.0% 

20～59歳 70.4% 74.5% 70.3% 75.0% 

60歳以上 86.8% 82.7% 82.8% 90.0% 
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項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

２ 睡眠時間が十分に確保できている者の増加 

睡眠時間が６～９時間（60歳以上について

は、６～８時間）の者の割合 

全体 54.5% - 60.2% 62.0% 

20～59歳 53.2% 62.1% 62.0% 63.0% 

60歳以上 55.8% 54.9% 58.2% 60.0% 

３ 趣味やスポーツなどの積極的休養をとっている者の増加 

趣味やスポーツなどの積極的休養をとってい

る者の割合 
成人 - 58.3% 59.5% 80.0% 

※三股町現状値出典：町民調査等 
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４ 飲酒 

（１）背景 

国内外の研究結果から、がん、高血圧、脳出血、脂質異常症などの飲酒に関連する多く

の健康問題のリスクは、１日平均飲酒量とともにほぼ直線的に上昇することが示されており、

これらの知見からは生活習慣病のリスクを高める飲酒量の域値は低ければ低いほどよいこ

とが示唆されます。一方、全死亡、脳梗塞及び虚血性心疾患については、飲酒量との関係が

ほぼ直線的に上昇するとは言えません。男性では 44ｇ/日（日本酒２合/日）程度以上の飲

酒（純アルコール摂取）、女性では 22ｇ/日（日本酒１合/日）で非飲酒者や機会飲酒者に

比べてリスクが高くなることを示す研究が多くあります。 

20歳未満の者の身体は発達する過程にあるため体内に入ったアルコールが身体に悪

影響を及ぼし健全な成長を妨げること、臓器の機能が未完成であるためにアルコールの分

解能力が 20歳以上の者に比べて低く、アルコールの影響を受けやすいこと等から、20歳

未満の者の飲酒は医学的に好ましくありません。このような健康問題に加えて、20歳未満

の者の飲酒は事件や事故に巻き込まれやすくなるなど、社会的な問題をも引き起こしやすい

ことから法律上禁止されています。 

妊娠中の飲酒は、胎児性アルコール症候群や発育障害を引き起こすことが知られていま

す。妊娠中又は妊娠を希望する女性は飲酒を控えることが求められます。 

 

（２）現状及び課題 

〇生活習慣病リスクを高める量の飲酒をしている人の割合は、成人全体で 14.1％となって

おり、国現状値を上回っています。性別でみると、男性は 14.4％で、国現状値、宮崎県現

状値を下回っている一方、女性は 13.9％で国現状値、宮崎県現状値を上回っています。 

○アルコールは、適量飲酒なら大きな問題はありませんが、適量を超える飲酒は、臓器障害

や健康障害につながることから、飲酒の健康への影響や「節度ある適度な量の飲酒」な

ど、正確で有益な情報を提供する必要があります。 

〇中高生で飲酒したことがある人の割は 0.7％、妊娠中に飲酒したことがある人の割合は

2.4％となっています。引き続き、20 歳未満の者の飲酒や妊娠中の飲酒の完全防止に向

けた取組を推進することが重要です。 

○20 歳未満の飲酒を「許すべきではない」と考える者の割合は 56.6％で、宮崎県現状値

を 15.3 ポイント下回っています。20 歳未満の飲酒は、身体に悪影響を及ぼし健全な成

長を妨げることなどアルコールの影響を受けやすく医学的に好ましくないとされ、法律上

禁止されています。住民全てが 20歳未満の者の飲酒を許すべきではないと認識するよう

啓発を進めることが必要です。 
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（３）施策の方向性 

① 飲酒についての正しい知識の普及 

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒については、脳梗塞及び虚血性心疾患との関

連が報告されています。アルコールが健康に及ぼす影響や適正飲酒について、広く周知

を図ります。 

 

② 20歳未満や妊婦の飲酒防止 

20歳未満の飲酒は、住民全てが許すべきではないと認識するよう啓発を進めるととも

に、学校や地域社会における 20歳未満の飲酒防止の教育を積極的に推進します。 

妊娠中の飲酒について母子健康手帳の配布時等に適切な情報提供を行います。 

 

（４）「個人・家庭」、「地域・行政」の取組 
 

主な取組 個人・家庭 地域・行政 

① 飲酒についての正

しい知識の普及 

・アルコールの人体への影響につい

て学びます。 

・適切な飲酒量を知り、それ以上は

飲まないようにします。 

・休肝日をつくります。 

・飲みすぎないように、家族も含めて

注意します。 

・過度に勧めないようにします。 

・危険な飲み方について学びます。 

・自分だけの問題ではないことを認

識します。 

・医療機関を受診します。 

・多量飲酒の危険性を周知します。 

・アルコールによる疾病等の人体に

及ぼす影響を伝えます。 

・アルコールの適量や、休肝日につ

いての取り組み方を指導します。 

・特定健診等から個人に応じた支援

を行います。 

・医療機関への受診を勧めます。 

② 20歳未満や妊婦の

飲酒防止 

・20歳未満の飲酒は認めません。 

・妊娠中の飲酒は認めません。 

・20 歳未満、妊娠中の人に飲酒は

勧めません。 

・家族で飲酒について話し合う機会

をつくります。 

・自分だけの問題ではないことを認

識します。 

・飲酒の危険について、子ども達に

教育します。 

・20歳未満には販売しません。 

・20 歳未満の体に悪影響を及ぼす

ことを周知します。 

・妊娠中による飲酒が、母体や胎児

に悪影響を及ぼすことを周知しま

す。 

・相談支援の充実を図ります。 

・医療機関への受診を勧めます。 
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（５）目標項目・目標値 
 

項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

１ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の減少 

１日当たりの純アルコール摂取量が男性 40ｇ以

上、女性 20ｇ以上の者の割合 

成人 11.8% - 14.1% 10.0% 

成人男性 14.9% 20.1% 14.4% 12.0% 

成人女性 9.1% 12.5% 13.9% 5.0% 

２ 20歳未満の者の飲酒をなくす 

中学生・高校生の飲酒者の割合 中高生 2.2% - 0.7% 0.0% 

３ 妊娠中の飲酒をなくす 

妊娠中の飲酒者の割合 妊娠中の者 - 0.6% 2.4% 0.0% 

４ 20歳未満の飲酒を「許すべきではない」と考える者の増加 

20歳未満の飲酒を「許すべきではない」と考え

る者の割合 
成人 - 71.9% 56.6% 100.0% 

※三股町現状値出典：町民調査等 
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５ 喫煙 

（１）背景 

全国的に、たばこ消費量は近年減少傾向にありますが、過去のたばこ消費による長期的

な健康影響と急速な高齢化により、たばこ関連疾患による死亡数は年々増加しており、国の

年間死亡者数のうち、喫煙者本人の喫煙による年間の超過死亡数は約 19万人と報告さ

れています。たばこ消費を継続的に減少させることによって、死因の第一位であるがんをは

じめとした喫煙関連疾患による超過死亡と超過医療費、経済的損失等を将来的に確実に

減少させることができます。 

喫煙は、世界保健機関（ＷＨＯ）による非感染性疾患(ＮＣＤｓ)対策の対象疾患であるが

ん、循環器疾患（脳卒中、虚血性心疾患）、COPD（慢性閉塞性肺疾患）、糖尿病に共通し

た主要なリスク要因となっています。たばこ対策の推進は、ＮＣＤｓの発症や死亡を短期間に

減少させることにつながることが諸外国での経験から明らかにされています。 

禁煙対策を推進し、本人の健康被害と受動喫煙による周囲の人々への影響をなくすこと

が重要です。 

 

（２）現状及び課題 

〇喫煙率は成人全体で 16.1％となっており、国現状値を下回っています。しかしながら、男

性、女性のいずれも宮崎県現状値上回っています。 

○喫煙は、がん、循環器病、糖尿病、COPD（慢性閉塞性肺疾患）等の予防可能な危険因

子であり、喫煙による健康被害を回避することが重要です。 

〇中高生で喫煙したことがある人の割は 0.3％、妊娠中に喫煙したことがある人の割合は

2.4％となっています。 

○20 歳未満の喫煙を「許すべきではない」と考える者の割合は 61.6％で、宮崎県現状値

を 16.2ポイント下回っています。20歳未満からの喫煙は健康影響が大きく、成人期を通

して喫煙継続につながりやすくなるとされ、法律上禁止されています。町民全てが 20 歳

未満の者の喫煙を許すべきではないと認識するよう啓発を進めることが必要です。 

〇望まない受動喫煙の機会を有する人の割合は、家庭で 5.1％、職場で 16.6％、飲食店で

16.8％となっています。国によると、受動喫煙により、肺がんや虚血性心疾患、脳卒中、乳

幼児突然死症候群などの疾患リスクが上昇することが報告されており、望まない受動喫

煙の防止を図る必要があります。 

 

（３）施策の方向性 

① 喫煙や受動喫煙に関する普及啓発 

喫煙率の減少は、喫煙による健康被害を確実に減少させる最善の解決策です。喫煙に

よる健康被害について周知するとともに、喫煙をやめたいと考えている人に対し、個人に

応じた禁煙支援及び禁煙外来等に関する情報提供を積極的に行い、保健指導実施者の

資質向上を図ります。 

また、副流煙などによる他者への影響を周知し、望まない受動喫煙の防止に努めます。  
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② 20歳未満や妊婦の喫煙防止 

20歳未満の者の喫煙は法律上禁止されています。また、20歳未満からの喫煙は健康

影響が大きく、成人期を通して喫煙継続につながりやすくなります。住民全てが 20歳未

満の者の喫煙を「許すべきではない」と認識するよう啓発を進めるとともに、学校や地域

社会における 20歳未満の者の喫煙防止の教育を積極的に推進します。 

妊娠中の喫煙は、妊婦自身の妊娠合併症などのリスクを高めるだけでなく、胎児にも

悪影響があることから、母子健康手帳の配布時等に適切な情報提供を行います。 

 

（４）「個人・家庭」、「地域・行政」の取組 
 

主な取組 個人・家庭 地域・行政 

① 喫煙や受動喫煙に

関する普及啓発 

・たばこの人体への影響について学

びます。 

・喫煙が原因となる疾病について学

びます。 

・意識して吸う本数を減らします。 

・家族の前では吸わないようにしま

す。 

・自分だけの問題ではないことを認

識します。 

・禁煙外来を利用します。 

・喫煙が原因となる疾病等の危険性

を周知します。 

・禁煙や受動喫煙の危険性について

の情報を周知します。 

・禁煙外来の受診を勧めます。 

② 20歳未満や妊婦の

喫煙防止 

・20歳未満の喫煙は認めません。 

・妊娠中の喫煙は認めません。 

・家族で喫煙について話し合う機会

をつくります。 

・たばこによる害について正しい知識

を身に付けます。 

・たばこの害について、子ども達に教

育します。 

・自分だけの問題ではないことを認

識します。 

・20歳未満には販売しません。 

・20 歳未満の喫煙が、体に悪影響

を及ぼすことを周知します。 

・健康相談のときにたばこの害につ

いて伝えます。 

・妊娠中による喫煙が、母体や胎児

に悪影響を及ぼすことを周知しま

す。 

・相談支援の充実を図ります。 

・医療機関への受診を勧めます。 
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（５）目標項目・目標値 
 

項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

１ 喫煙率の減少（喫煙をやめたい者がやめる） 

喫煙者の割合 

成人 16.7% - 16.1% 12.0% 

男性 - 24.0% 26.9% 20.0% 

女性 - 3.7% 8.7% 2.7% 

２ 20歳未満の者の喫煙をなくす 

中学生・高校生の喫煙者の割合 中高生 0.6% - 0.3% 0% 

３ 妊娠中の喫煙をなくす 

妊娠中の喫煙者の割合 妊娠中の者 1.9% 1.6% 2.4% 0% 

４ 20歳未満の喫煙を「許すべきではない」と考える者の増加 

20歳未満の喫煙を「許すべきではない」と考え

る者の割合 
成人 - 77.8% 61.6% 100.0% 

５ 望まない受動喫煙の機会を有する者の減少 

受動喫煙（家庭・職場・飲食店）の機会を有す

る者の割合 

家庭 6.9% - 5.1% 減少 

職場 26.1% - 16.6% 減少 

飲食店 29.6% - 16.8% 減少 

※三股町現状値出典：町民調査等 
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６ 歯・口腔の健康 

（１）背景 

歯・口腔の健康は、健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たして

います。近年は口腔の健康が全身の健康にも関係していることが指摘されるなど、全身の健

康を保つ観点からも、歯・口腔の健康づくりへの取組が必要となっています。平成 23年８

月に施行された歯科口腔保健の推進に関する法律では、歯科口腔保健の推進に関する基

本理念等が定められており、国及び地方公共団体の責務等が示されています。なお、同法

において歯科口腔保健に関する施策推進するための基本的な事項を定めることとされてい

ます。 

全ての住民にとって健康で質の高い生活を営む基盤となる生涯を通じた歯科口腔保健

を実現するために、歯科口腔保健に係る施策等を総合的に推進していくことが重要です。 

 

（２）現状及び課題 

〇50歳以上で、よく噛んで食べることができる人の割合は 75.3％で、国現状値を上回って

いる一方、宮崎県現状値を下回っています。 

〇後期高齢者医療結果でも、「半年前に比べて固いものが食べにくい」人の割合は28.7％

で、全国、宮崎県平均を上回っています。 

〇12歳児の一人平均むし歯数は 1.08本で、宮崎県平均を上回っています。 

〇過去１年間に歯科検診を受診した人の割合は 36.7％で、国現状値、宮崎県現状値を大

きく下回っています。 

○令和５年 10 月に国が策定した「歯科口腔保健に関する基本的事項（第二次）」や令和

６年３月に宮崎県が策定した「第３期宮崎県歯科保健推進計画」を踏まえた歯科口腔保

健対策の推進を図る必要があります。 

 

（３）施策の方向性 

① 歯科疾患の予防 

むし歯や歯周病は、歯の喪失の主な原因であるとともに、糖尿病や循環器病等の全身

疾患との関係も指摘されています。 

生涯を通じて健康な歯・口腔を保つため、フッ化物を応用したむし歯予防、定期的な歯

科検診、歯・口腔の健康に関する正しい知識の普及啓発を図るなど、歯科口腔保健の推

進に取り組みます。 

 

② 定期的な歯科検診受診 

定期的な歯科検診受診による継続的な口腔管理は、歯の喪失予防など歯・口腔の健

康状態に大きく貢献します。歯・口腔の健康と全身の健康との関係など正しい知識の普

及啓発を行い、かかりつけ歯科医での定期的な歯科検診受診を推進します。 
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③ 口腔機能の維持・向上 

口腔機能の低下（オーラルフレイル）は、心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつなが

りなど）が低下した状態（フレイル）の前段階と言われており、要介護状態となるリスクが

高まると言われています。 

食べる喜び、話す楽しみ等の生活の質（ＱＯＬ）の向上等のためにも、口腔機能の維持・

向上のために必要な知識や誤嚥性肺炎を予防するための口腔ケアの重要性について、

多職種との連携を通じて普及啓発を行い、オーラルフレイル対策に取り組みます。 

 

（４）「個人・家庭」、「地域・行政」の取組 
 

主な取組 個人・家庭 地域・行政 

① 歯科疾患の予防 

・歯磨きの大切さや、正しいみがき方

を教えます。 

・学校・歯科医院等から適切な情報

を取り入れ、実践します。 

・口腔ケアの改善を図ります。 

・おやつの量や時間を決めて歯の健

康を守ります。 

・むし歯ができやすい生活が習慣化

しないように配慮します。 

・定期的に検診を受診し、自分の歯

や子どもの歯を守ります。 

・歯科検診の受診勧奨に努めます。 

・広報「みまた」や公式ホームページ

を活用した情報提供をしていきま

す。 

・親子で、歯の病気について学ぶ機

会を設けます。 

・妊婦歯科検診を実施します。 

・幼児期に集団や歯科医院でのフッ

素塗布に向けた取組を行います。 

・学童期におけるむし歯予防対策に

ついて、各小学校において、希望す

る児童を対象にフッ化物洗口を実

施します。 

② 定期的な歯科検診

受診 

・歯科検診の重要性を確認します。 

・忘れずに定期的に受診します。 

・子どもの歯の健康については十分

注意します。 

・自身も検診を受けた上で、受診す

ることを周囲にも勧めます。 

・受診するだけでなく、改善できるよ

う取り組みます。 

・「いきいき元気塾」等で正しいブラ

ッシングの情報提供や定期歯科検

診の受診勧奨をしていきます。 

・定期歯科検診による早期発見・早

期治療を周知します。 

・成人の歯周疾患検診を実施しま

す。 

・歯の健康の大切さを広め、生活習

慣の改善を促し、むし歯保有率を

下げます。 
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③ 口腔機能の維持・

向上 

・噛んで食べることの重要さを学び

ます。 

・よく噛んで食べるように心がけま

す。 

・自分に合った歯ごたえのあるものを

食べるようにします。 

・咀嚼し、歯を丈夫にすることで歯の

喪失を防ぎます。 

・「いきいき元気塾」等で健口体操や

マッサージの情報提供をしていきま

す。 

・医療機関と連携して、正しい噛み方

や、食べ方についての指導を行いま

す。 

・口腔機能の維持向上に関する普及

啓発に努めます。 

・「かかりつけ歯科医」を持つことを

推進します。 

・高齢者を中心にした集いの場等で

オーラルフレイル予防・口腔機能向

上を目的とした講座を開催します。 

 

（５）目標項目・目標値 
 

項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

１ 12歳児の一人平均むし歯数の減少 

12歳児の一人平均むし歯数 12歳児 - 0.77本 1.08本 0.6本 

２ よく噛んで食べることができる者の増加 

50歳以上における咀嚼良好者の割合 50～74歳 71.0% 77.5% 75.3% 80.0% 

３ 自分の歯を有する者の増加 

60歳で 24本以上の自分の歯を有する者の割合 55～64歳 - 66.4% 66.3% 70.0% 

80歳で 20本以上の自分の歯を有する者の割合 75～84歳 - 42.2% 40.7% 60.0% 

４ 歯科検診の受診者の増加 

過去１年間の歯科検診を受診した者の割合 成人 52.9% 51.1% 36.7% 65.0% 

※国現状値出典：健康日本 21（第三次） 

※宮崎県現状値出典：健康みやざき行動計画 21（第３次） 

※三股町現状値出典：宮崎県の歯科保健の状況 2024（1）、町民調査等（2～4） 
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第２節 Ⅱ 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

１ がん 

（１）背景 

がんは、昭和 56年以降日本人の死因の第１位であり、令和３年の死亡者は約 38万人

で総死亡の約３割を占めています。生涯のうちに約２人に１人ががんに罹患すると推計され

ており、人口の高齢化に伴い、がんの罹患者や死亡者の数は今後も増加していくことが見

込まれ、依然として生命と健康にとって重大な問題となっています。 

こうした背景から、がん対策の一層の充実を図るため、平成 18年に、がん対策基本法が

制定され、がん対策推進基本計画に基づいてがん対策が推進されてきました。 

令和５年度から開始された第４期がん対策推進基本計画では、「誰一人取り残さないが

ん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」を全体目標として、第３期基本計画

の「がん予防」、「がん医療」及び「がんとの共生」の３本の柱を維持しつつ、各分野におけ

る現状・課題、それらに対する取り組むべき施策を定めています。 

健康づくりの取組としては、予防可能ながんのリスク因子として、喫煙（受動喫煙を含

む。）、飲酒、低身体活動、肥満・やせ、野菜・果物不足、塩蔵食品の過剰摂取等があげられ

ることから、これらに対する対策を行っていくことで、がんの罹患率を減少させるとともに、治

療効果の高い早期にがんを発見し早期に治療することで、がんの死亡率を減少させること

が重要です。 

 

（２）現状及び課題 

〇平成 30年から令和４年までのがん死亡率（10 万人当たり）の平均値は、男性 350.2、

女性 208.0で、いずれも全国、宮崎県平均を下回っています。また、平成 30年から令和

４年までの「悪性新生物」全体の標準化死亡比は、男性 97.4、女性 91.0 で、いずれも

全国、宮崎県平均を下回っています。 

○平成30年から令和４年までの「悪性新生物」全体の標準化死亡比の内訳をみると、「肝

及び肝内胆管」が男性 117.4、女性 120.7で、男性、女性ともに全国平均を上回ってい

ます。 

〇令和６年度のがん検診の受診率は胃がん 2.9％、肺がん 8.1％、大腸がん 7.9％、子宮

がん 12.9％、乳がん 10.3％となっています。 

○生涯のうちに約２人に１人ががんに罹患すると推計されており、がんに関する情報提供に

努める必要があります。また、がんの早期発見・早期治療のために、がん検診の受診率向

上を図る必要があります。 

 

  

Ⅱ 生活習慣病の発症予防・重症化予防 
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（３）施策の方向性 

① 発症予防 

禁煙・節酒・バランスのよい食事・運動・適正体重の維持等が、がん予防にもつながる

ことに着目し、これらの生活習慣改善のための具体的な情報を提供するなど、住民の意

識向上のための啓発を積極的に行います。 

 

② 受診率の向上及び適切な受診行動の促進 

本町のがん検診受診率は低い水準で推移しています。科学的根拠に基づくがん検診

の受診は、がんの早期発見・早期治療につながるため、がんによる死亡率を減少させるた

めに必要不可欠です。町ホームページや広報紙等を活用するとともに、様々な機会を捉え

て受診率向上のための勧奨を推進します。 

また、検診によって異常が見つかった場合には、適正な受診行動につながるよう、受診

勧奨を行い、早期発見・早期治療及び重症化予防を目指します。 

 

（４）「個人・家庭」、「地域・行政」の取組 
 

主な取組 個人・家庭 地域・行政 

① 発症予防 

・禁煙を心がけます。 

・節酒を心がけます。 

・偏食をせず、栄養バランスを考えて

食事をします。 

・週１回は運動する機会をつくりま

す。 

・食生活・運動習慣の改善に取り組

みます。 

・がんや、その検診等について学びま

す。 

・家族みんなで取り組みます。 

・関係機関や窓口を活用します。 

・「いきいき元気塾」等で生活習慣

病に関する的確な情報を提供しま

す。 

・生活習慣ががんにつながるリスク

を周知します。 

・相談支援の充実を図ります。 

② 受診率の向上及び

適切な受診行動の促

進 

・がん検診の大切さを学びます。 

・がん検診の種類や内容などを知

り、関心を持つようになります。 

・他人事と捉えないようにします。 

・体調に異変を感じたら、速やかに受

診するようにします。 

・日頃から家族の体調にも気を配る

ようにします。 

・受診しやすい環境を整えます。 

・がんに関する知識の普及・啓発を

推進します。 

・心身ともにサポートできる体制づく

りに努めます。 

・効果的な検診(個別・集団)を実施

し、適切な情報を提供していきます。 
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（５）目標項目・目標値 
 

項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

１ がんの死亡率の減少 

がんの死亡率 

（人口 10万人当たり） 

男性 368.4 409.4 350.2 減少 

女性 249.2 249.2 208.0 減少 

２ がん検診の受診率の向上 

胃がん検診受診率 40～69歳 - - 2.9% 5.0% 

肺がん検診受診率 40～69歳 - - 8.1% 10.0% 

大腸がん検診受診率 40～69歳 - - 7.9% 10.0% 

子宮がん検診受診率 
20～69歳 

女性 
- - 12.9% 15.0% 

乳がん検診受診率 
40～69歳 

女性 
- - 10.3% 15.0% 

※三股町現状値出典：人口動態保健所・市区町村別統計（1）、令和６年度がん検診受診率（2） 

※国現状値出典：人口動態保健所・市区町村別統計 

※宮崎県現状値出典：人口動態保健所・市区町村別統計 
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２ 循環器病 

（１）背景 

脳卒中・心臓病などの循環器病は、がんと並んで日本人の主要な死因となっています。ま

た、令和元年の国民生活基礎調査によると、循環器病は要介護の原因の 20.6％を占めて

おり介護が必要となった主な原因の一つでもあります。こうした背景から、平成 30年に「健

康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本

法」が成立し、基本法に基づいて作成された循環器病対策推進基本計画に沿って循環器

病対策が行われています。 

循環器病の危険因子は、制御できない性、年齢を除くと、高血圧、脂質異常症（特に高Ｌ

ＤＬコレステロール血症）、喫煙、糖尿病等があり、これらの因子を適切に管理することで、循

環器病を予防することが重要です。 

 

（２）現状及び課題 

〇平成 30年から令和４年までの脳血管疾患の死亡率（10万人当たり）の平均値は、男性

87.5、女性 85.6で、いずれも全国、宮崎県平均を下回っています。 

〇平成 30 年から令和４年までの心疾患（高血圧性を除く）の死亡率（10 万人当たり）の

平均値は、男性 149.8、女性 191.8で、女性が全国平均を上回っています。 

〇令和６年度の特定健診での収縮血圧値の平均値は、男性128mmHg、女性127mmHg

で、いずれも全国平均を下回っています。 

〇令和６年度の特定健診での LDL コレステロール 160mg/dl 以上の人の割合は、男性

5.2％、女性 11.8％で、女性が宮崎県平均を上回っています。 

〇令和６年度の特定健診でのメタボリックシンドローム該当者の割合は 22.8％（男性

37.0％、女性 12.7％）で、全国、宮崎県平均を上回っています。 

○令和６年度の特定健康診査受診率は43.2％で、全国、宮崎県平均を上回っています。特

定保健指導実施率についても 73.5％で全国、宮崎県平均を上回っています。 

○循環器疾患の予防は、危険因子の管理が基本となり、高血圧、脂質異常症、糖尿病、メタ

ボリックシンドローム、喫煙などについてそれぞれ改善を図ることが必要です。 

 

（３）施策の方向性 

① 発症予防 

循環器疾患の発症予防には、食事、運動、喫煙、飲酒、睡眠などの生活習慣の改善が

必要になります。特定健診等を一人でも多くの住民が受診し、一人一人に応じた保健指

導を受け、生活習慣改善の機会を創出します。また、家族歴も危険因子の一つであるた

め、それに応じた個別指導を行います。 
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② 重症化予防 

循環器疾患の重症化予防には、生活習慣の改善だけでなく、医療機関における継続的

な管理が重要となります。レセプト情報を活用し、未治療者や治療中断者の把握など医療

機関と連携した取組を行っていきます。また、健診結果で、メタボリックシンドロームに該当

しない場合でも、高血圧や脂質異常などの危険因子が重なると、循環器疾患の発症が高

まるため、非肥満で危険因子重複者への保健指導を実施します。 

 

（４）「個人・家庭」、「地域・行政」の取組 
 

主な取組 個人・家庭 地域・行政 

① 発症予防 

・循環器疾患を引き起こす原因や、

危険性について学びます。 

・食塩の摂取量等を控えるなど、食

習慣の改善を図ります。 

・バランスのとれた食事を心がけま

す。 

・個人に合った運動習慣を身に付け

ます。 

・禁煙に努めます。 

・節酒を心がけます。 

・体の不調を感じたら、早めに病院を

受診します。 

・一次予防につながる栄養・運動に

ついての正しい情報提供を行いま

す。 

・循環器疾患の要因や危険性につ

いて周知します。 

・生活習慣・食生活の影響が大きい

ことから、食育を通した取組を推進

します。 

② 重症化予防 

・早期発見・早期治療の重要さを認

識します。 

・特定健診・保健指導を受診します。 

・特定健診・保健指導を活用して体

調管理を行います。 

・合併症の危険について学びます。 

・合併症や重症化を防げるように、食

習慣・運動習慣を改善します。 

・受診しやすい環境を整えます。 

・特定健診等の受診勧奨をするとと

もに、疾病等の情報を伝えます。 

・効果的な健診(個別・集団)を実施

し、適切な情報を提供していきます。 

・医療機関等との連携による保健指

導に努めます。 
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（５）目標項目・目標値 
 

項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

１ 脳血管疾患の死亡率の減少 

脳血管疾患の死亡率 

（人口 10万人当たり） 

男性 86.4 111.7 87.5 減少 

女性 85.3 112.5 85.6 減少 

２ 高血圧の改善 

収縮期血圧の平均値（40歳以上、内服加療中の

者を含む。） 

40～74歳 

男性 
133.9mmHg - 128.0mmHg 125.0mmHg 

40～74歳 

女性 
129.0mmHg - 127.0mmHg 124.0mmHg 

高血圧を改善する(高血圧者(収縮期 160㎜ Hg 

または拡張期 100㎜ Hg以上）の割合減少) 
40～74歳 - - 3.7% 3.5% 

３ 心疾患の死亡率の減少 

心疾患の死亡率 

（人口 10万人当たり） 

男性 170.6 210.7 149.8 減少 

女性 175.7 241.8 191.8 減少 

４ 脂質（ＬＤＬコレステロール）高値の者の減少 

ＬＤＬコレステロール 160mg/dl以上の者の割合

（40歳以上、内服加療中の者を含む。） 

40～74歳 

全体 
11.0% - 9.1% 6.8% 

40～74歳 

男性 
9.1% 9.3% 5.2% 5.0% 

40～74歳 

女性 
12.3% 10.7% 11.8% 8.9% 

５ メタボリックシンドロームの予備群及び該当者の減少 

メタボリックシンドローム予備群の割合 

40～74歳 

全体 
11.4% 13.1% 11.7% 減少 

40～74歳 

男性 
18.1% 19.8% 17.7% 減少 

40～74歳 

女性 
6.1% 8.0% 7.3% 減少 

メタボリックシンドローム該当者の割合 

40～74歳 

全体 
20.4% 21.1% 22.8% 減少 

40～74歳 

男性 
32.1% 32.5% 37.0% 減少 

40～74歳 

女性 
11.0% 12.3% 12.7% 減少 
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項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

６ 特定健康診査受診率、特定保健指導実施率の向上 

特定健康診査受診率 40～74歳 38.2% 39.3% 43.2% 60.0% 

特定保健指導実施率 40～74歳 29.2% 52.1% 73.5% 80.0% 

※三股町現状値出典：人口動態保健所・市区町村別統計（1、3）、令和６年度法定報告数値（2、4、5、6）、 

※国現状値出典：人口動態保健所・市区町村別統計（1、3）、令和６年度法定報告数値（2、4、5）、 

        令和５年度法定報告数値（6） 

※宮崎県現状値出典：人口動態保健所・市区町村別統計（1、3）、令和６年度法定報告数値（2、4、5）、 

          令和５年度法定報告数値（6） 
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３ 糖尿病 

（１）背景 

全国の糖尿病有病者数については、令和５年の国民健康・栄養調査によると、「糖尿病

が強く疑われる人」が約 1,000万人、「糖尿病の可能性が否定できない人」が約 1,000

万人で、糖尿病有病者数と予備群を合わせると約 2,000万人となっています。「糖尿病の

可能性が否定できない人」は、平成 19年をピークに減少傾向となっていますが、「糖尿病

が強く疑われる人」は依然増加傾向であり、人口構成の高齢化や肥満者の増加に伴って今

後も増加することが予測されます。 

糖尿病は神経障害、網膜症、腎症、足病変といった合併症を併発し、心筋梗塞や脳卒中

等の心血管疾患のリスク因子となるほか、認知症や大腸がん等の発症リスクを高めることも

明らかになっており、生活の質や社会経済的活力と社会保障資源に多大な影響を及ぼすこ

とから適切な対策が必要です。 

糖尿病の治療の目標は、良好な血糖コントロールを維持し、合併症の発症・進展を阻止・

抑制することによって糖尿病を持たない者と同様の生活の質を保つことであり、糖尿病の発

症予防及び適切な治療による重症化予防を通じて、最終的には健康寿命の延伸を目指す

ことが重要です。 

 

（２）現状及び課題 

〇令和６年度の特定健診での血糖コントロール不良者（HbA1c8.0%以上）の割合は、全

体 1.0％、男性 1.3％、女性 0.8％で、男性が全国平均を下回っている一方、女性が全国

平均を上回っています。 

〇令和６年度の特定健診でのメタボリックシンドローム該当者の割合は 22.8％（男性

37.0％、女性 12.7％）で、全国、宮崎県平均を上回っています。【再掲】 

○令和６年度の特定健康診査受診率は43.2％で、全国、宮崎県平均を上回っています。特

定保健指導実施率についても 73.5％で全国、宮崎県平均を上回っています。【再掲】 

○食生活の乱れや多量飲酒、身体活動量の低下等の生活習慣だけでなく、受動喫煙を含

めた喫煙、睡眠の質・量の低下、うつ傾向や精神的ストレスが発症の危険因子であること

や、歯周病が血糖コントロールに影響を与えること等が報告されており、総合的な取組が

必要です。 

 

（３）施策の方向性 

① 発症予防 

糖尿病の発症予防には食事、運動、喫煙、飲酒、睡眠などの生活習慣の改善が必要に

なります。これまで、各分野で述べてきた食生活や運動などの生活習慣に関するデータを

踏まえると、住民の生活習慣に対する意識の改善が非常に重要です。特定健診等を一人

でも多くの住民が受診し、一人一人に応じた保健指導を受け、生活習慣改善の機会を創

出します。また、家族歴も危険因子の一つであるため、それに応じた個別指導を行います。 

  



第５章 分野別目標ごとの取組 
 

70 

 

② 重症化予防 

糖尿病を治療していないことや治療を中断していることやコントロールできていないこと

が重症化につながるため、レセプト情報を活用し、未治療者や治療中断者の把握、医療

機関と連携した保健指導を行います。 

 

（４）「個人・家庭」、「地域・行政」の取組 
 

主な取組 個人・家庭 地域・行政 

① 発症予防 

・肥満や糖尿病の危険性について学

びます。 

・血圧や体重を測る習慣をつけ、体

調をチェックします。 

・特定健診等を積極的に受診しま

す。 

・早期発見・早期治療を徹底するよう

に意識します。 

・検査することで自分の体調を知り、

きちんと管理できるようにします。 

・適切な食事方法や運動方法を周

知します。 

・定期的に健診を受けるように啓発

します。 

・広報「みまた」や『いきいき元気塾』

等で生活習慣病の知識や、その予

防法についての情報を提供します。 

・受診しやすい環境を整えます。 

・特定健診等の受診勧奨をするとと

もに、疾病等の情報を確実に伝えま

す。 

② 重症化予防 

・医療機関をはじめ様々な関係機関

の支援を受けながら重症化予防に

努めます。 

・未治療や治療中断をしないように

します。 

・糖尿病についての正しい知識を身

に付け、生活習慣を見直します。 

・未治療者、治療中断者を把握しま

す。 

・未治療者、治療中断者への保健指

導を行います。 

・医療機関等との連携による保健指

導に努めます。 
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（５）目標項目・目標値 
 

項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

１ 血糖コントロール不良者の減少 

HbA1c8.0％以上の者の割合 

40～74歳 

全体 
1.32% 1.3% 1.0% 0.8% 

40～74歳 

男性 
1.86% - 1.3% 1.0% 

40～74歳 

女性 
0.71% - 0.8% 0.6% 

２ メタボリックシンドロームの予備群及び該当者の減少【再掲】 

メタボリックシンドローム予備群の割合 

40～74歳 

全体 
11.4% 13.1% 11.7% 減少 

40～74歳 

男性 
18.1% 19.8% 17.7% 減少 

40～74歳 

女性 
6.1% 8.0% 7.3% 減少 

メタボリックシンドローム該当者の割合 

40～74歳 

全体 
20.4% 21.1% 22.8% 減少 

40～74歳 

男性 
32.1% 32.5% 37.0% 減少 

40～74歳 

女性 
11.0% 12.3% 12.7% 減少 

３ 特定健康診査受診率、特定保健指導実施率の向上【再掲】 

特定健康診査受診率 40～74歳 38.2% 39.3% 43.2% 60.0% 

特定保健指導実施率 40～74歳 29.2% 52.1% 73.5% 80.0% 

※三股町現状値出典：令和６年度法定報告数値（1～3） 

※国現状値出典：令和６年度法定報告数値（1、2）、令和５年度法定報告数値（3） 

※宮崎県現状値出典：令和６年度法定報告数値（1、2）、令和５年度法定報告数値（3） 
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４ ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 

（１）背景 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）は肺の炎症性疾患で、咳・痰・息切れを主な症状として緩

やかに呼吸障害が進行する疾患であり、かつて肺気腫、慢性気管支炎と称されていた疾患

が含まれています。 

ＣＯＰＤによる死亡者の９割以上を 70歳以上の高齢者が占めており、急速に高齢化が

進む中で、今後も対策を進めていく必要があります。 

また、ＣＯＰＤは心血管疾患、消化器疾患、糖尿病、骨粗鬆症、うつ病などの併存疾患や、

肺がん、気腫合併肺線維症等の他の呼吸器疾患との合併も多いほか、慢性的な炎症性疾

患であり栄養障害によるサルコペニアからフレイルを引き起こすことからも予防をはじめとし

て様々な取組を進めることが求められます。 

ＣＯＰＤの原因としては、50～80％程度にたばこの煙が関与し、喫煙者では 20～50％が

ＣＯＰＤを発症するとされています。喫煙対策により発症を予防するとともに、早期発見と禁

煙や吸入治療等の介入によって増悪や重症化を防ぐことで、死亡率の減少に加え健康寿

命の延伸につながることが期待されます。 

 

（２）現状及び課題 

〇ＣＯＰＤの認知度は 41.1％で、５割に達していません。 

〇令和４年のＣＯＰＤの死亡率（10 万人当たり）は 15.7 となっており、宮崎県現状値を下

回っていますが、国現状値を上回っています。 

○ＣＯＰＤは禁煙により予防可能であり、かつ早期発見・早期治療が重要な疾患です。ＣＯＰ

Ｄの発症・重症化予防は、健康寿命の延伸と生活の質の向上を図る上で重要な課題で

す。 

 

（３）施策の方向性 

① 普及啓発の推進 

ＣＯＰＤという疾患名に対する住民の認知度を高めるとともに、ＣＯＰＤが予防可能な疾

患であること、ほとんどが未診断・未治療であること、重症化すると日常生活が困難にな

ることなど、疾患に関する知識の普及に努め、禁煙や受動喫煙の防止など、具体的な生

活習慣の変化（行動変容）を促します。 

 

② 発症・重症化予防の推進 

各種健診や健康教室等の機会を活用して、喫煙者等に対するＣＯＰＤの理解促進、禁

煙指導などを行い、ＣＯＰＤの発症予防を推進します。 

また、ＣＯＰＤスクリーニング票の活用などによるＣＯＰＤの早期発見・早期治療を促し、

禁煙、運動、栄養など生活習慣の改善やインフルエンザ等の感染症予防、適切な治療の

継続による重症化の予防を推進します。 
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【ＣＯＰＤスクリーニング票】 

    

 

 

（４）「個人・家庭」、「地域・行政」の取組 
 

主な取組 個人・家庭 地域・行政 

① 普及啓発の推進 

・ＣＯＰＤについて学び、その危険性

を認識します。 

・周りの人にも教えます。 

・COPD についての正しい知識を普

及・啓発します。 

② 発症・重症化予防

の推進 

・ＣＯＰＤ予防に禁煙を心がけます。 

・検診等を積極的に受診します。 

・ＣＯＰＤの早期発見・早期治療のた

めに検診等の受診を勧奨します。 

 

  

出典：COPD診断と治療のためのガイドライン 第 4版 COPD質問票より作成 
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（５）目標項目・目標値 
 

項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

１ ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の死亡率の減少 

ＣＯＰＤの死亡率 

（人口 10万人当たり） 
全体 14.0 17.7 15.7 10.0 

２ 喫煙率の減少（喫煙をやめたい者がやめる）【再掲】 

喫煙者の割合 

成人 16.7% - 16.1% 12.0% 

男性 - 24.0% 26.9% 20.0% 

女性 - 3.7% 8.7% 2.7% 

※三股町現状値出典：令和４年衛生統計年報（1）、町民調査等（2） 

※国現状値出典：令和４年人口動態統計、健康日本 21（第三次）（2） 

※宮崎県現状値出典：令和４年衛生統計年報（1）、健康みやざき行動計画 21（第３次）（2） 
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第３節 Ⅲ 生活機能の維持・向上 

（１）背景 

生活習慣病に罹患せずとも、日常生活に支障を来す状態となることもあります。 

健康寿命が「日常生活に制限のない期間の平均」であることを鑑みると、健康寿命の延

伸のためには、こうした状態とならないような取組も有用です。 

また、既にがんなどの疾患を抱えている人も含め、「誰一人取り残さない」健康づくりの観

点も踏まえると、生活習慣病の発症予防・重症化予防だけでない健康づくりが重要です。生

活習慣の改善を通じて、心身の両面から健康を保持することで、生活機能の維持・向上を

図ることが求められます。 

 

（２）現状及び課題 

○ロコモティブシンドロームは、体を支えて動かす「運動器」の障害により、立つ・歩くといっ

た機能が低下した状態であり、進行すると社会参加・生活活動が制限され、要介護状態

に至ってしまいます。 

〇ロコモティブシンドロームの認知度は 40.2％となっており、更なる普及啓発が必要となっ

ています。 

○ロコモティブシンドロームの予防には、運動量の増加とともに、適切な栄養状態の保持が

重要です。 

 

（３）施策の方向性 

① ロコモティブシンドロームの普及啓発の推進 

ロコモティブシンドローム予防の重要性について住民に周知することにより、個々人の

運動量の増加など具体的な生活習慣の変化（行動変容）を促します。また、各種健診や

健康教室、介護予防教室等の機会を活用して、加齢による膝や腰など運動器の痛みの原

因や若い頃からの予防に関する正しい知識の提供に努めます。 

 

② ロコモティブシンドロームの発症予防・重度化予防の推進 

高齢期の適切な栄養摂取による低栄養状態の改善と、日常生活における歩数の増加

や地域活動への参加などによる外出の機会の増加など高齢期における食と運動のあり

方について普及啓発に努めます。 

また、ロコモ 25などのロコモ度テストやロコトレ（日本整形外科学会作成）の普及など

によるロコモティブシンドロームの予防と早期発見、適切な受診と治療中断の防止による

早期治療・重症化防止を推進します。 

 

  

Ⅲ 生活機能の維持・向上 
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【ロコモ 25】 

   

 

【ロコトレ】 

   

  出典：「ロコモ チャレンジ！推進協議会」資料 
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（４）「個人・家庭」、「地域・行政」の取組 
 

主な取組 個人・家庭 地域・行政 

① ロコモティブシン

ドロームの普及啓発

の推進 

・ロコモティブシンドロームについて

学び、問題意識をもつようにします。 

・ロコモティブシンドロームの認知度

を高め、予防に努めます。 

② ロコモティブシン

ドロームの発症予防・

重度化予防の推進 

・ロコモチェック・トレーニング等を取

り入れ、習慣的に体を動かします。 

・食生活や運動生活について見直し

ます。 

・子どもと一緒に体を動かす楽しみ

をつくり、ロコモ予防に努めます。 

・運動を通した各種介護予防教室の

充実や開催支援を図ります。 

・教育機関・医療機関等と連携して、

子どものロコモを防ぎます。 

・適切な食習慣・運動習慣の周知と

サポートを行います。 

・施設でのバリアフリー化の推進を

図ります。 

 

（５）目標項目・目標値 
 

項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

１ ロコモティブシンドロームの概念を知っている者の増加 

ロコモティブシンドロームの概念を知っている

者の割合の増加 
成人 - - 40.2% 80.0% 

２ 運動習慣者の増加【再掲】 

運動習慣者（１日 30分以上の運動を週２回以上

実施し、１年以上継続している者）の割合 

20～64歳 

男性 
23.5% - 29.1% 30.0% 

65歳以上 

男性 
41.9% - 40.5% 50.0% 

20～64歳 

女性 
16.9% - 15.9% 30.0% 

65歳以上 

女性 
33.9% - 42.6% 50.0% 

※三股町現状値出典：町民調査等 

※国現状値出典：健康日本 21（第三次） 
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第４節 Ⅳ 社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上 

（１）背景 

人々の健康は、その人を取り巻く社会環境に影響を受けることが知られています。例えば、

就労、ボランティア、通いの場といった居場所づくり・社会参加は健康に影響します。また、健

康な日本の地域の背景には、「いいコミュニティ」があることが指摘されています。こうした地

域に根ざした信頼や社会規範、ネットワークといった社会関係資本等を意味するソーシャル・

キャピタルの醸成を促すことは健康づくりにおいても有用であると考えられます。 

また、こころの健康の維持・向上は、健康づくりに取り組む上で重要であり、地域や職域な

ど様々な場面で課題の解決につながる社会環境の整備が重要となります。 

 

（２）現状と課題 

〇地域の人々とのつながりが強いと思う人の割合は 22.7％で、国現状値を 17.5 ポイント

下回っています。 

〇社会活動を行っている人の割合は全体で 55.6％、65歳以上で 67.0％となっています。 

〇地域等で共食している人の割合は 25.2％で、国現状値を上回っています。 

○国によると、社会活動への参加は社会とつながる一つの手段であり、地域コミュニティと

の関わりが希薄化している現代において、国民に社会活動への参加を促していくことは、

健康づくり対策においても重要であるとされています。 

○心理的苦痛を感じている人（Ｋ６の合計得点が10点以上の人）の割合は、13.4％で、全

国、宮崎県平均を上回っています。 

○本町の令和６年の自殺者数は７人となっています。 

○精神保健分野においては、うつ病などの精神疾患の患者数が年々増加し、また、自殺、ひ

きこもり、虐待、家庭内暴力など、精神保健上の問題が深く関連していると思われる社会

的問題が拡大しており、再発防止や社会復帰に向けた支援を地域全体で実施すること

が求められています。 

○住民一人一人がこころの健康問題の重要性を認識し、自分自身や周りにいる人が不調

に気づき、適切に対処することができるよう、正しい知識の普及啓発や身近で気兼ねなく

相談できる体制の充実が重要です。 

 

（３）施策の方向性 

① 社会とのつながり 

地域に根ざしたソーシャル・キャピタルの活用や、学校、職場といったソーシャル・キャピ

タルの場の積極的な活用を促進します。 

また、集える場所や居場所などの地域の社会資源の整備を行うため、地域共生社会に

おける参加支援を促進します。 

さらに、共食の頻度と、健康的な食品の摂取頻度及び精神的健康状態の関連等を広く

周知し、共食している人の増加を促進します。  

Ⅳ 社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上 
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② こころの健康づくりの推進 

ア）住民の意識啓発 

ストレスと精神疾患、ストレス関連疾患、循環器疾患との関係や上手なストレス対処法、

うつに対する正しい理解など、こころの健康づくりに関する普及啓発を推進します。 

また、睡眠不足・睡眠障害が肥満、高血圧、糖尿病等の発症・悪化要因となり、心疾患

を引き起こすことから、「健康づくりのための睡眠指針」（厚生労働省、令和５年度）を活

用するなど、睡眠に関する正しい知識の普及を図ります。 

 

イ）早期発見・早期受診の推進 

住民一人一人が休養・こころの健康づくりの重要性を認識し、セルフチェックや周囲の

人たちによって、睡眠不足や過度なストレスによる心身の不調に早めに気づき、適切な受

診につながるよう啓発を推進します。 

 

ウ）相談窓口の周知 

不安や悩みを抱えている人が、気軽に相談機関を利用できる体制の充実を図るため、

住民に各種相談窓口の周知を図ります。 

 

エ）自殺対策への取組の推進 

令和４年 10月に見直された国の「自殺総合対策大綱」や令和６年３月に策定された

「宮崎県自殺対策行動計画（第５期計画）」を踏まえ策定された「第３期三股町自殺対策

行動計画」に基づき、自殺対策の推進を図ります。 

 

  



第５章 分野別目標ごとの取組 
 

80 

 

（４）「個人・家庭」、「地域・行政」の取組 
 

主な取組 個人・家庭 地域・行政 

① 社会とのつながり 

・近所の人にあいさつをします。 

・集まりには積極的に参加します。 

・困っている人がいたら、みんなで手

助けをします。 

・サークル活動に参加し、友人をつく

ります。 

・自治公民館に加入し、地域のつな

がりを大切にします。 

・地域の人と一緒に食事や運動をす

る機会を設け、親睦を深めます。 

・地域のボランティアに積極的に参

加し、社会貢献や地域の人の和を

大切にしていきます。 

・子どもを含め、みんな一緒に食事を

するようにします。 

・社会的役割を担えるよう、ボランテ

ィア活動や高齢者雇用の機会参加

を促します。 

・若い世代が参加できるような地域

行事を提供します。 

・自治公民館加入者を増やすために

魅力ある運営を行います。 

・積極的に外出できるように、交通環

境の整備を行い、利便性を高めま

す。 

・道路空間のバリアフリー化を進めて

いきます。 

・各地域やまちの中心地にくつろげ

る場、憩える場を提供します。 

・家族を含め、地域の人が参加でき

る食に関する催しを開催します。 

② こころの健康づく

りの推進 

・熱中できる趣味や生きがいをみつ

けます。 

・人が集まるイベントや、サークル活

動等に参加し楽しみをつくります。 

・一緒に楽しめる仲間をつくります。 

・悩み事は１人で抱え込まないように

します。 

・悩んでいる姿を見かけたら、声かけ

をします。 

・家族や友人等に相談します。 

・相談窓口を活用します。 

・子どもが自然と親しみ、触れ合うた

めの環境をつくります。 

・民生委員・児童委員による地域見

守り活動を推進します。 

・心の健康づくりについての情報提

供や講演を開催します。 

・福祉・消費生活相談センター等、相

談機関や窓口の周知を行い、安心

して相談できる体制を整備します。 

・高齢者が孤立しないように、見守り

や声かけをします。 

・心に不調のある人に気づくことが

できる人や対応できる人を増やす

ために、傾聴講座やゲートキーパー

養成講座などを開催します。 

 

 

  



第５章 分野別目標ごとの取組 
 

81 

 

（５）目標項目・目標値 
 

項目 対象 
国 

現状値 

宮崎県 

現状値 

三股町 

現状値 
目標値 

１ 地域の人々とのつながりが強いと思う者の増加 

地域の人々とのつながりが強いと思う者の割合 成人 40.2% - 22.7% 45.0% 

２ 社会活動を行っている者の増加 

社会活動を行っている者の割合 

成人 - - 55.6% 60.6% 

65歳以上 - - 67.0% 77.0% 

３ 地域等で共食している者の増加 

地域等で共食している者の割合   成人 15.7% - 25.2% 30.0% 

４ 心理的苦痛を感じている者の減少 

Ｋ６（こころの状態を評価する指標）の合計得

点が 10点以上の者の割合   
成人 10.3% 7.5% 13.4% 9.4% 

５ 不満・悩み・つらい気持ちを受け止め、耳を傾けてくれる人がいないと思う者の減少 

不満・悩み・つらい気持ちを受け止め、耳を傾

けてくれる人がいないと思う者 
成人 - 14.8% 10.7% 9.2% 

６ 自殺者の減少 

自殺者数 全体 - - 7人 0人 

自殺死亡率（人口 10万人当たり） 全体 16.1 17.8 27.1 0 

※三股町現状値出典：町民調査等（1～5）、地域における自殺の基礎資料（6） 

※国現状値出典：健康日本 21（第三次）（1～5）、地域における自殺の基礎資料（6） 

※宮崎県現状値出典：健康みやざき行動計画 21（第３次）（1～5）、地域における自殺の基礎資料（6） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


